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令和３年第１回定例会議事日程（第２号） 

 

令和３年３月５日（金） 

午前 10時 00分開議  

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 議案第３号 吉富町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の制定について 

 日程第３ 議案第４号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第４ 議案第５号 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法

律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 日程第５ 議案第６号 吉富町国民健康保険特別会計に属する保険給付費支払準備基金の設置、

管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第６ 議案第７号 ふるさと吉富まちづくり応援寄附条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 日程第７ 議案第８号 吉富町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 日程第８ 議案第９号 吉富町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第９ 議案第10号 令和２年度吉富町一般会計補正予算（第１６号）について 

 日程第10 議案第11号 令和２年度吉富町国民健康保険特別会計補正予算（第８号）について 

 日程第11 議案第12号 令和２年度吉富町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につい

て 

 日程第12 議案第13号 令和２年度吉富町奨学金特別会計補正予算（第１号）について 

 日程第13 議案第14号 令和２年度吉富町水道事業会計補正予算（第６号）について 

 日程第14 議案第15号 令和２年度吉富町下水道事業会計補正予算（第６号）について 

 日程第15 議案第16号 令和３年度吉富町一般会計予算について 

 日程第16 議案第17号 令和３年度吉富町国民健康保険特別会計予算について 

 日程第17 議案第18号 令和３年度吉富町後期高齢者医療特別会計予算について 

 日程第18 議案第19号 令和３年度吉富町奨学金特別会計予算について 

 日程第19 議案第20号 令和３年度吉富町水道事業会計予算について 

 日程第20 議案第21号 令和３年度吉富町下水道事業会計予算について 

 日程第21 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 
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 日程第22 議案第22号 工事請負契約締結についての議決内容の一部変更について 

 日程第23 議案第23号 連携中枢都市圏北九州都市圏域の形成に係る北九州市との連携協約の

締結に関する協議について 

 日程第24 議案第24号 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及

び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について 

 日程第25 議案第25号 吉富漁村センターに係る指定管理者の指定について 
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令和３年第１回吉富町議会定例会会議録（第２号） 

 

招 集 年 月 日  令和３年３月５日 

招 集 の 場 所  吉富町役場二階議場 

開       会  ３月５日 10時00分 

応  招  議  員  １番 角畑 正数       ６番 太田 文則 

           ２番 向野 倍吉       ７番 梅津 義信 

           ３番 中家 章智       ８番 岸本加代子 

           ４番 矢岡  匡       ９番 横川 清一 

           ５番 山本 定生       10番 是石 利彦 

不 応 招 議 員  なし 

出  席  議  員  応招議員に同じ 

欠  席  議  員  不応招議員に同じ 

 

地方自治法第１２１  町    長 花畑  明   福祉保険課長 守口 英伸 

条の規定により説明  教  育  長 江﨑  藏   子育て健康課長 石丸 貴之 

のため会議に出席し  未来まちづくり課長 和才  薫   建 設 課 長 赤尾 慎一 

た者の職氏名     総務財政課長 瀬口 直美   地域振興課長 軍神 宏充 

           住 民 課 長 永野 公敏   上下水道課長 奥家 照彦 

           税務課長会計管理者 小原 弘光   教 務 課 長 別府 真二 

 

本会議に職務のため  局    長 鍛治 幸平 

出席した者の職氏名  事  務  局 奥邨 厚志 

           書    記 小谷瀬鉄平 

 

町長提出議案の題目  別紙日程表のとおり 

議員提出議案の題目  別紙日程表のとおり 
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午前10時00分開議 

○議長（是石 利彦君）  ただいまの出席議員は１０名で、定足数に達しておりますので、これか

ら本日の会議を開きます。 

 なお、本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員に向野議員、中家議員、２名を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第３号 吉富町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の制定について 

○議長（是石 利彦君）  日程第２、議案第３号吉富町公益的法人等への職員の派遣等に関する条

例の制定についてを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。総務財政課長。着座にてどうぞ。 

○総務財政課長（瀬口 直美君）  では、着座にて説明させていただきます。 

 議案書２ページをお願いいたします。 

 吉富町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の制定についてでございます。 

 本条例は、令和３年度４月１日から、地域包括支援センター業務を吉富町社会福祉協議会に委

託するに当たり、委託後の業務が円滑に進み、住民サービスの向上が図られるよう、町として当

面の間、当該団体へ人的支援を行うため、町職員を吉富町社会福祉協議会に派遣することとし、

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に定めるところによりまして、職員

派遣について必要な事項を定めるものとして、新たに本条例を定めるものでございます。 

 議案書２ページをお願いいたします。 

 吉富町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例。 

 第１条、趣旨でございます。条例制定の趣旨としまして、公益的法人等への一般職の地方公務

員の派遣等に関する法律の規定に基づきまして、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事

項を定めるとするものでございます。 

 第２条、職員の派遣でございます。第１項は、法に基づき派遣できる団体を定めるものでござ

います。派遣できる団体といたしましては、派遣団体の業務の全部または一部が、町の事務また

は事業と密接な関連を有するもので、かつ、町がこの施策の推進を図るため人的援助を行うこと

が必要であるといった団体とし、その団体との間の取決めに基づき、派遣先団体の業務に従事さ

せるために職員を派遣することができるとするものでございます。この派遣できる団体に今回派

遣を予定しております吉富町社会福祉協議会が対象となっているということでございます。 
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 第２項です。法第２条第１項の条例で定めることとされている職員を規定するものでございま

す。ここで、条例で定めることとされている職員は、ここで規定する職員は、派遣できない職員

ということになります。 

 第１号臨時的任用職員及び任期付任用職員、第２号非常勤職員、第３号条件付採用職員、第

４号定年延長職員、第５号分限処分による休職、懲戒処分による停職にされている職員、職務専

念義務を免除されている職員、以上、各号に定める職員につきましては、派遣することができな

い職員とするものでございます。 

 第３項です。派遣に伴う取決め事項を定めるものでございます。報酬、いわゆる給料等につき

ましては法に定められておりますが、その法に定められている以外の取決め事項としまして、第

１号福利厚生に関する事項、第２号業務の従事の状況の連絡事項を定めるものでございます。 

 第３条です。派遣職員の職務への復帰でございます。派遣職員を職務に復帰させる場合を定め

るものでございます。 

 第１号派遣先団体で役職員の地位を失った場合、第２号職員の派遣がこの条例の規定に適合し

なくなった場合。第３号派遣先団体との取決めに反することとなった場合。第４号派遣職員が心

身の故障のため職務遂行に支障がある場合。適格性を欠く場合。それから長期の休業をする場合

または刑事事件に関し起訴され休職となった場合。第５号法令等に違反した場合、全体の奉仕者

たるにふさわしくない行為により懲戒処分を受けた場合。第６号災害等により生死不明もしくは

住所不明となった場合とし、このいずれかに該当する場合は職務に復帰させることとするもので

ございます。 

 第４条、派遣職員の給料でございます。派遣職員で町の業務や町の施策を補完すると認められ

る業務に従事する場合は、派遣期間中も町から給料及び各種手当のそれぞれ１００分の１００以

内を支給できるとするものでございます。 

 今回は、社会福祉協議会で町が委託する包括支援センター業務に従事する予定でありますので、

給与は町から支給することとし、負担につきましては社会福祉協議会の負担とするものでござい

ます。 

 ただ、この社会福祉協議会の負担というものも、町から包括支援センター業務の委託料が支払

われておりますので、最終的にはそこから町のほうに入れていただくというふうになるものでご

ざいます。 

 現在、一部事務組合に職員を派遣しておりますが、その職員の給与の支払い方法、負担方法と

同様の規定になるかと思います。 

 第５条です。職務に復帰した職員に関する職員の給料に関する条例の特例でございます。これ

は、派遣職員が派遣先でついていた業務において、負傷また疾病により休職となった場合は、当
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該業務を公務とみなすというものでございます。 

 第６条です。派遣職員の復帰時期における処遇でございます。派遣職員が職務に復帰した場合

の給与の取扱いについて、職務の級と他の職員との均衡を失しないよう、必要な調整を行うこと

ができるとするものでございます。 

 第７条、派遣期間中に退職した職員に関する退職手当に係る給料月額の特例でございます。派

遣職員が派遣期間中に退職した場合は、前条同様、派遣期間を在職期間から除算しないなど、他

の職員との均衡上、必要な取扱いができるとするものでございます。 

 第８条、企業職員または単純労務職員である派遣職員の給料の種類です。第４条同様、派遣職

員が企業職員または単純労務職員であっても、給料及び各種手当を支給できるとするものでござ

います。 

 第９条、報告です。任命権者は、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後

の職務に復帰した職員の処遇の状況等を町長に報告しなければならないとするものでございます。 

 第１０条、委任でございます。この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 附則としまして、この条例は令和３年４月１日から施行するものです。 

 以上、説明を終わります。慎重に御審議の上、御議決くださいますようお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  これから質疑に入ります。質疑に当たっては、自己の意見は述べられな

いことになっております。また、質疑の回数は、同一議員につき同一議題について３回を超える

ことかできないようになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、質問者、答弁者の発言は、挙手をし、「議長」と発声の後、私から発言の指名を受けて

から行っていただきます。 

 また、本会議の質疑、答弁の説明など、今回は、発言は、コロナ感染症予防対策の一環として、

着座にて行っていただきます。 

 以上のようなことを必ずお守りいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 本案に対して御質疑はありませんか。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  ２点あります。 

 今回の場合、任命権者という言葉が出てくるんですけれども、それはどなたというか、になる

んですかということと、もう一点、第４条の最後のほうです。その職員派遣の期間中給料及び

云々のところで、１００分の１００以内となっているんですけれども、１００分の１００なら分

かるんですけれども、１００分の１００以内となったら減額ということもあり得るような気がす

るんですけれども、その辺はどう解釈したらいいんでしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  総務財政課長。 
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○総務財政課長（瀬口 直美君）  お答えいたします。 

 まず、任命権者ですが、町長が任命権者ということになっておりますので、任命権者というの

は各、例えば教育委員会とかそれぞれの執行機関によって、任命、出向した場合に派遣先という、

出向先の長から辞令とが出ているんですが、基本的には一般職の職員、町長の任命権の基に派遣

するということになりますので、任命権者は町長ということになります。 

 次の、第４条の、１００分の１００以内を支給することができるというものでございますが、

これにつきましては、もう１００分の１００です。基本的には。基本的にはというか、もう

１００分の１００でございます。もうそう解釈していただいて構いません。うたい方として、こ

の１００分の１００以内ということが、原則というか、通例的な条例の書きぶりになっておりま

すので、こういうふうな書き方をしております。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  そうすると、９条は報告のところで、任命権者は町長に報告しな

ければならないということで、今回は町長が町長にということになるんですね。 

○議長（是石 利彦君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（瀬口 直美君）  今回はそのようになります。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第３号は総務文教委員会に付託したい

と思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第３号吉富町公益的法人等への職

員の派遣等に関する条例の制定については総務文教委員会に付託することに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第４号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

○議長（是石 利彦君）  日程第３、議案第４号一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。総務財政課長。着座にてどうぞ。 

○総務財政課長（瀬口 直美君）  失礼いたします。 
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 それでは、御説明いたします。 

 議案書の５ページをお願いいたします。 

 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

 現在、未来まちづくり課長をはじめ全１１課長の統括を行う課長職として新たに統括課長の職

を設置するに当たり、当該統括課長の職務の級を定める必要がありますので、本条例の一部を改

正するものでございます。 

 近年、社会情勢は目まぐるしく変化し、それに伴って、行政を取り巻く環境も非常に早いス

ピードで変化しております。併せて、新型コロナウイルス感染症対策など、全庁一丸となって取

り組まなければならない業務も増えてきております。以前のような縦割り行政ではなく、各課の

事務分掌、その事務分掌の責任を明確にした上で課長職の中心となり横の連携もしっかりと取り

ながら、また、各課長のリーダーとして、それまでの経験を十分に生かし、町の業務全体を広い

視野で把握し、町長の政策に対する考えを正確にスピーディーに職員に伝えられるよう、この統

括課長の職を新たに設置し、その職務の級を６級に位置づけるとするものでございます。 

 なお、この統括課長は、新たに課長を増やすというものではなくて、現課長との兼務というこ

とで予定をしております。 

 それでは、内容の説明を行います。 

 議案書６ページをお願いいたします。併せて、付属資料１ページの新旧対照表を御覧ください。

新旧対照表は、右側は現行、左側が改正欄、下線の部分が今回の改正箇所というふうになってお

ります。 

 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。 

 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３６年条例第６８号）の一部を次のように改正する。 

 別表２６、級の項を次のように改める。６級、１、統括課長の職務。２、相当困難な業務を処

理する課長の職務。 

 別表２の２というのは、行政職給料表級別基準職務表になっておりまして、この６級に統括課

長の職務を加えるものでございます。 

 附則としまして、この条例は令和３年４月から施行するというものでございます。 

 以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（是石 利彦君）  担当課長の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。本案に対して御質疑ありませんか。太田議員。 

○議員（６番 太田 文則君）  新たに課長職を増やすということじゃなくて、今は、６級の課長

職は多分１名だと思います。その方が横すべりするのか、５級の方が６級職の格上げとして位置

づけられるのか。そこをちょっと教えてください。 
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○議長（是石 利彦君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（瀬口 直美君）  現段階で、４月１日からの人事ということになりますので、現

課長が、６級の課長がそうなるのか、課長となった人が６級になるのかというのは、私がお答え

をすることはできませんが、あくまでこの統括課長という職についた方は６級に位置づけるとい

うものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  梅津議員。 

○議員（７番 梅津 義信君）  困難な時代、大変な時代というのは説明でよく分かりました。従

前もこういう……。困難な時代において統括課長の設置を今議会に提案されたということはよく

理解できました。従前においても、困難な時代ではないんでしょう。困難というふうな、ここま

で困難じゃなかったのかとは思いますが、従前は、今度統括課長に期待している役割は、どの課

が担っていたんでしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（瀬口 直美君）  梅津議員がおっしゃられるように、今までも同じような形、あ

るいは横の連携が必要な業務というのはたくさんございました。それにつきましては、毎週の管

理職ミーティング、毎月の課長会、あるいは必要に応じた調整会議というもので調整を行ってお

りました。 

 今回、新たに統括課長というものを設けて、全体をきちっと把握していただくということで、

じゃ今までそれはどの役職の方がやっていたのかとなれば、今年度で言えば未来まちづくり課長

だというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  梅津議員。 

○議員（７番 梅津 義信君）  よく理解しました。 

 それでですね、十分理解できたんですけれども、今後、その統括課長と例えば未来課長が統括

課長になられたとします。その場合、統括というのは職務的なところで統括される課長だから統

括、これ新設ですよね。未来課長というのは住民向けの行政的な運営の中で未来課長という担当

があります。普通、呼ぶときは統括課長、未来課長、どのように……。統括課長というのはあく

までも行政的、内部的、機構的、縦割り、横割りの機構の中で統括課長であるならば、ふだんの

名称というか、今一例で未来課長と言ったんですけれども、それは総務でもいいです、住民でも

いいです。それがふだんのあれでしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（瀬口 直美君）  梅津議員さんがおっしゃられるように、あくまで統括課長とい
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うのは課長の中でも統括とするという、そういう組織の中での呼び名になっております。未来ま

ちづくり課長が兼務した場合は、あくまで未来まちづくり課長がその課のそういう呼び名での課

長ですので、この呼び名までをどうするということは、私のほうから、統一といったことは考え

ておりませんが、多分今でも会計管理者あるいは税務課長を兼務しておりますので、その時々に

応じた対応をしていただければと思っております。 

 以上です。 

○議員（７番 梅津 義信君）  よく理解できました。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  ただいま議題となっております議案第４号は、総務文教委員会に付託し

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第４号の一般職の職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例の制定については、総務文教委員会に付託することに決定しまし

た。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第５号 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関す

る法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

○議長（是石 利彦君）  日程第４、議案第５号地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の

基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。税務課長。 

○税務課長会計管理者（小原 弘光君）  ７ページ、議案第５号地域経済牽引事業の促進による地

域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正

する条例の制定について。 

 標記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 次のページをお開きください。 

 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の

課税免除に関する条例の一部を改正する条例。 

 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の

課税免除に関する条例。平成２２年条例第４号の一部を次のように改正する。 
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 第１条中、第２５号を第２６号に改める。 

 配付資料付属資料の２ページをお開きください。 

 本条例は、地域経済を牽引すると認められる事業推進のために取得した施設に課税する固定資

産税の課税免除について定める条例であります。 

 第１条の規定の中で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律

第２５条のうち地方公共団体等を定める省令、第２条で規定されている免除を行った場合、国の

補填措置の対象となる施設でなければ課税免除を行わないとなっていますが、令和２年９月

１６日に公布された一部改正省令により、この運用省令の題名が地域経済牽引事業の促進による

地域の成長発展の基盤強化に関する法律第２６条の地方公共団体等を定める省令に改正されたた

めに改正を行うものであります。 

 議案８ページにお戻りください。 

 附則において、この条例の施行は公布の日からとします。 

 以上で説明を終わります。 

 慎重な御審議の上、御議決くださるようお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  担当課長の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。本案に対して御質疑ありませんか。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  皆さん、おはようございます。 

 着座のままというのは初めてなんですが。 

○議長（是石 利彦君）  立ってもいいですよ。どちらでもいい。 

○議員（５番 山本 定生君）  すみません。この条例の改正で、町の実例とか、何か実質的に変

わることがあるか。そこだけ教えてください。 

○議長（是石 利彦君）  税務課長。 

○税務課長会計管理者（小原 弘光君）  これはあくまでも引用省令の名称の変更でありまして、

実際今行っているこの条例が内容が変わるという点は一切ございません。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第５号は、会

議規則第３９条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５号は委員会付託を省略するこ
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とに決しました。 

 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  討論なしと認めます。これにて質疑、討論を終わります。 

 これから本案を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５号地域経済牽引事業の促進に

よる地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部

を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第６号 吉富町国民健康保険特別会計に属する保険給付費支払準備基金の

設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

○議長（是石 利彦君）  日程第５、議案第６号吉富町国民健康保険特別会計に属する保険給付費

支払準備基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と

いたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。福祉保険課長。 

○福祉保険課長（守口 英伸君）  御説明いたします。 

 議案９ページ、付属資料３ページの新旧対照表も併せて御覧ください。 

 吉富町国民健康保険特別会計に属する保険給付費支払準備基金の設置、管理及び処分に関する

条例の一部を改正する条例でございます。 

 現行の条例においては、基金の処分は国保連合会等に支払う保険給付費に不足が生じたときに

限られています。しかし、平成３０年度の国民健康保険制度改革により、国保財政の運営主体が

福岡県となり、町に納付された被保険者の国保税などの原資とした運営費は一旦福岡県に事業費

納付金として納付し、町が国保連合会等に支払う保険給付費は福岡県から交付される保険給付費

等交付金で賄われることになりました。 

 このため、今回の一部改正は、基金を処分できる要件に、福岡県へ納付する事業費納付金に要

する費用に不足を生じた場合を追加するとともに、基金の名称を変更するものでございます。 

 それでは、条文を説明いたします。 

 吉富町国民健康保険特別会計に属する保険給付費支払準備基金の設置、管理及び処分に関する
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条例（昭和３９年条例第８７号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。吉富町国民健康保険給付費等支払準備基金条例。 

 第１条中、保険給付費支払準備基金を吉富町国民健康保険給付費等支払準備基金に改める。基

金の名称を変更するものでございます。 

 第５条中、「給付」の次に「及び国民健康保険法昭和３３年法律第１９２号の規定による国民

健康保険事業費納付金」を加える。基金を処分できる要件に、福岡県に納付する国民健康保険事

業費納付金が不足したときを加えるものでございます。 

 附則、この条例は公布の日から施行する。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  これから質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  今お聞きしている中で、ちょっと分からない分があります。１つ

確認したいんですけど、この条例改正により、町の国保特会や町の一般会計に負担とかなんか支

障、支障という言葉はちょっと適切か分からんけれども、問題を生じたりしないのか、そこだけ

教えてください。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（守口 英伸君）  今までどおりでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第６号は、会議規則第３９条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第６号は委員会付託を省略するこ

とに決しました。 

 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  討論なしと認めます。これにて質疑、討論を終わります。 

 これから本案を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第６号吉富町国民健康保険特別会

計に属する保険給付費支払準備基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例の

制定については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第７号 ふるさと吉富まちづくり応援寄附条例の一部を改正する条例の制

定について 

○議長（是石 利彦君）  日程第６、議案第７号ふるさと吉富まちづくり応援寄附条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。総務財政課長。 

○総務財政課長（瀬口 直美君）  御説明をいたします。 

 議案書１１ページをお願いいたします。 

 ふるさと吉富まちづくり応援寄附条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

 今回の改正につきましては、企業版ふるさと納税を開始するに当たり、この企業版ふるさと納

税の目的に沿い、寄附金を活用できる事業に地方再生法（平成１７年法律第２４号第５条）の規

定により認定された地域再生計画に基づく事業を加えるものであります。 

 そもそもこの企業版ふるさと納税というものが、国が認定しました地方創生プロジェクトに対

し、企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除をするというもので、本町もこの地域

再生計画に基づく事業の財源として企業版ふるさと納税を開始するに当たりまして、本条例の一

部を改正するものでございます。 

 それでは、内容の説明を行います。 

 議案書１２ページをお願いいたします。併せて、付属資料４ページの新旧対照表を御覧くださ

い。 

 ふるさと吉富まちづくり応援寄附条例の一部を改正する条例。ふるさと吉富まちづくり応援寄

附条例（平成２０年条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中、第５号を第６号とし、第４号の次に、次の１号を加える。 

 第５号で地方再生法（平成１７年法律第２４号第５条）の規定により認定された地域再生計画

に基づく事業、これを事業の区分に加えるものでございます。 

 附則としまして、この条例は公布の日から施行するというものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  これから質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。岸本議員。 
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○議員（８番 岸本加代子君）  地域再生計画に基づく事業とあるんですけれども、具体的にどの

ようなものがあるんでしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  未来まちづくり課長。 

○未来まちづくり課長（和才  薫君）  私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。 

 先ほど、瀬口総務財政課長のほうから、企業版ふるさと納税につきましては、国から地方再生

法の認定を受けた市町村が実施する地方創生プロジェクトに対して寄附を行った場合に税制の優

遇措置を受けられるという仕組みになっております。 

 この地域再生計画についてですが、本町では国に令和２年３月３１日付で、令和２年３月に作

成しております吉富町のまち・ひと・しごと創生推進計画、この計画をもって地域再生計画とす

るという認定をいただいておりますので、このまち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げられてお

ります各種事業について、ふるさと納税、企業から頂いた場合には適用されるということになっ

ております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第７号は、総務文教委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。議案第７号ふるさと吉富まちづくり応援寄附条

例の一部を改正する条例の制定については、総務文教委員会に付託することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第８号 吉富町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

○議長（是石 利彦君）  日程第７、議案第８号吉富町重度障害者医療費の支給に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。福祉保険課長。 

○福祉保険課長（守口 英伸君）  御説明をいたします。 

 議案書の１４ページ、付属資料の５ページの新旧対照表を併せて御覧ください。 

 吉富町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例でございます。 

 福岡県重度障害者医療支給制度が令和３年４月１日から改正され、対象者の支給認定において

所得制限を緩和する年齢が１２歳から１５歳に引き上げられたため、本町においても同様な改正

をするとともに、本条例において引用する法律の条項にずれが生じているため、これらを改める
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ものでございます。 

 それでは、条文の説明を行います。 

 吉富町重度障害者医療費の支給に関する条例（昭和４９年条例第１９号）の一部を次のように

改正する。 

 第３条第２項第５号中、「１２歳」を「１５歳」に、「児童手当施行令」を「児童手当法施行

令」に改め、同条第１項中、「１２歳」を「１５歳」に改める。 

 第３条第２項は、支給対象者から除外されるものを規定するものでございます。 

 第５号では、扶養義務者の所得制限を規定しています。所得制限が緩和される年齢を

「１２歳」小学生です。から「１５歳」中学生に引き上げるものでございます。 

 第３条第４項は、その所得を算出する基礎を定めるものでございます。所得算出の基礎を緩和

する年齢を、同じく「１２歳」小学生から「１５歳」中学生に引き上げるものでございます。 

 第１３条第１項中、「同条第１５項」を「同条第１７項」に、「同条第２６項」を「同条第

２８項」に改め、同条第２項中、「同条第２項」を「同法第６条の２の２第３項」に改める。 

 いずれも引用する法律の条項にずれが生じているため改めるものでございます。 

 附則、この条例は令和３年４月１日から施行する。 

 なお、今回の改正は、福岡県条例の改正及び法律の改正にあわせるもので、町単独の改正はご

ざいません。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  これから質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  法改正ですから、県の条例改正ということなので、町独自ではな

いということです。そのことはいいんですが、今回、１２歳から１５歳、いわゆる小学生から中

学生に上限を改めるという内容になっています。このことによって何か対象者、いわゆる重度障

害者とか、この方たちにとってこれはメリットなのか。それで町は福祉のほうに力を入れていま

すが、町にとってメリットがあるのか。そういったものを教えてください。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（守口 英伸君）  これメリットでございます。所得制限によって対象者が除外さ

れる方がいらっしゃるんですけれども、その所得を緩和するという制度でございますので、メリ

ットになると思っております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  すみません。もう少し分からんようになったんですけれども、年
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齢を１２から１５歳に引き上げるということが所得制限の緩和につながるというんですか。すみ

ません、もうちょっと説明してくれないと分からない。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（守口 英伸君）  今まで所得制限が緩和されていた人が１２歳までだった。対象

者の年齢が。それを１５歳まで拡大するというものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第８号は、会議規則第３９条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第８号は委員会付託を省略するこ

とに決しました。 

 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  討論なしと認めます。これにて質疑、討論を終わります。 

 これから本案を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第８号吉富町重度障害者医療費の

支給に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第９号 吉富町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（是石 利彦君）  日程第８、議案第９号吉富町国民健康保険条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。福祉保険課長。 

○福祉保険課長（守口 英伸君）  御説明いたします。 

 議案書の１６ページ、付属資料７ページの新旧対照表を併せて御覧ください。 

 吉富町国民健康保険条例の一部を改正する条例でございます。 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部が改正され、新型コロナウイルス感染症の定義
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が改められたため、本条例の一部を改正するものでございます。 

 それでは、条文を御説明いたします。 

 吉富町国民健康保険条例（昭和３４年条例第６１号）の一部を次のように改正する。 

 第７条の２第１項中、（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）そ

の第１条の２に規定する新型コロナウイルス感染症を（新型コロナウイルス感染症（病原体が

ベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に中華人民共和国から世界保健機関に

対して、人に感染する能力を有することが新たに報告されたものに限る）である感染症を言う。

以下同じ）に改める。 

 新型コロナウイルス感染症の定義をここの定義にあわせるものでございます。 

 附則、この条例は公布の日から施行する。 

 なお、今回の改正は法律の改正に伴うもので、町単独の改正はございません。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議をお願いします。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  これから質疑に入ります。本案に対して御質疑ありませんか。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  法改正ということなので、この条例自体にどうのこうのじゃない

んですか。ここに中華人民共和国から世界機関に対してという一文が今回入っています。 

 今、世間でよく言われていますけれども、イギリスでの変異株とかアフリカの変異株というの

がいろいろ言われていますけれども、これ特定することによって何かそういうのが対象外になっ

たりとか、そういうことはないんですか。そこだけ教えてください。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（守口 英伸君）  あくまでも法律に基づいて、法律に沿って行っておりますので、

法の規定定義に沿った改正ということでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第９号は、会議規則第３９条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  異議なしと認めます。よって、議案第９号は委員会付託を省略すること

に決しました。 

 討論に入ります。反対討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  討論なしと認めます。これにて質疑、討論を終わります。 

 これから本案を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第９号吉富町国民健康保険条例の

一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第１０号 令和２年度吉富町一般会計補正予算（第１６号）について 

○議長（是石 利彦君）  日程第９、議案第１０号令和２年度吉富町一般会計補正予算（第

１６号）についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第１０号は、本日の質疑は省略し、予

算決算委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第１０号令和２年度吉富町一般会

計補正予算（第１６号）については、本日の質疑は省略し、予算決算委員会に付託することに決

しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．議案第１１号 令和２年度吉富町国民健康保険特別会計補正予算（第８号）

について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１０、議案第１１号令和２年度吉富町国民健康保険特別会計補正

予算（第８号）についてを議題といたします。 

 これから、ページを追って質疑に入ります。 

 補正予算書１ページ。歳入２ページ、３ページ。歳出４ページ、５ページ。 

 次に６ページ、事項別明細書総括歳入。７ページ、同じく総括歳出。次に歳入、８ページ、

９ページ、１０ページ。山本議員。何ページですか。 

○議員（５番 山本 定生君）  ９ページ。いいですか。 

○議長（是石 利彦君）  はい、どうぞ。 

○議員（５番 山本 定生君）  ４款県支出金の１項１目の２節の保険給付費等交付金で、保険者

努力支援分というのがあるんですけれども、これはちょっと今まで気づかんかった。これはどう

いうものなんですか。 
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○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（守口 英伸君）  お答えいたします。 

 保険者努力支援分につきましては、医療費の適正化を図るために健康診査あるいは保健指導等

を行うものについて支援をするという県からの支援を、交付金として支援を受けるというもので

ございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  歳入全般についての御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に、歳出に入ります。 

 １１ページ、１２ページ。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  今回、出産育児一時金が減額されていますが、最終的に何名ぐら

いか教えてください。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（守口 英伸君）  今現在、１名でございます。今後１名が予定されているんです

けれども、予算としてはあと３名分を確保しているというような状況でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １３ページ、１４ページ。歳出全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  歳入歳出全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に、補正予算書給与費明細書、１５ページ。１６ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  以上、補正予算書全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第１１号は福祉産業建設委員会に付託

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第１１号令和２年度吉富町国民健

康保険特別会計補正予算（第８号）については、福祉産業建設に付託いたします。 
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────────────・────・──────────── 

日程第１１．議案第１２号 令和２年度吉富町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１１、議案第１２号令和２年度吉富町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号）についてを議題といたします。 

 これから、ページを追って質疑に入ります。 

 補正予算書１ページ。歳入２ページ。歳出３ページ。次に４ページ。事項別明細書総括歳入。

５ページ、同じく総括歳出。次に、歳入６ページ。 

 歳入全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に歳出７ページ。歳出全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  歳入歳出全般について質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  以上、補正予算書全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第１２号は、福祉産業建設委員会に付

託したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第１２号令和２年度吉富町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号）については、福祉産業建設委員会に付託いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第１３号 令和２年度吉富町奨学金特別会計補正予算（第１号）について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１２、議案第１３号令和２年度吉富町奨学金特別会計補正予算

（第１号）についてを議題といたします。 

 これから、ページを追って質疑に入ります。 

 補正予算書１ページ。歳入２ページ。歳出３ページ。次に４ページ。事項別明細書総括歳入。

５ページ、同じく総括歳出。次に、歳入６ページ。 

 歳入全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に歳出７ページ。歳出全般について御質疑ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  歳入歳出全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  以上、補正予算書全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第１３号は、総務文教委員会に付託し

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第１３号令和２年度吉富町奨学金

特別会計補正予算（第１号）については、総務文教委員会に付託いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第１４号 令和２年度吉富町水道事業会計補正予算（第６号）について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１３、議案第１４号令和２年度吉富町水道事業会計補正予算（第

６号）についてを議題といたします。 

 これから質疑に入ります。 

 補正予算１ページ、補正予算実施計画、収益的収入及び支出。２ページ、資本的収入及び支出。

３ページ、予定貸借対照表。４ページ、５ページ。補正予算明細書収益的収入及び支出。６ペー

ジ、資本的収入及び支出。７ページまで。山本議員。ページを言って。 

○議員（５番 山本 定生君）  最後、７ページ。資本的収入及び支出の、支出の部門で、幸子の

浄水場の送水施設ですか。施設の設計をやっていると思うんですが、内容の説明をお願いします。 

○議長（是石 利彦君）  上下水道課長。 

○上下水道課長（奥家 照彦君）  令和２年度におきまして実施をしている幸子浄水場送水施設基

本設計業務でありますが、今現在まだ履行期間中といいますか、委託をしている最中、まだ最終

的な報告書は上がってきておりませんが、幸子浄水場から途中の着水井といいますか、ポンプ場

があるんですが、そこを介さずに、直接、新しくできた２つの配水池に送水ができないか、そう

いったところを、機械的あるいは勾配的、高さ的、そういったこと、あらゆる面を今現在洗い出

しまして検討しております。大体それは、方向性としましては、どういった方法、改良が可能で

あるという方向性で現在整備を進めております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（是石 利彦君）  以上、補正予算書全般について御質疑ありませんか。矢岡議員。 

○議員（４番 矢岡  匡君）  ６ページ、収益的収入及び支出の支出で、１款１項営業費２目の

配水及び給水費と思いますが、検針の業務委託料というのがあったと思います。昨年の夏でした

か、委託者は不具合といいますか、かで、課のほうで対応していたようなことがあったと思いま

す。その委託料につきまして、減額がなされたんでしょうか。また、業務者の問題は収まったん

でしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  上下水道課長。 

○上下水道課長（奥家 照彦君）  お答えいたします。 

 令和２年度夏頃でした。ちょうど検針員１名、業務委託をして行っているんですが、全面的に

ということではなくて、ちょうど病気でちょっと病院通いというようなことが重なったものです

から、一部を職員でその分を賄ったということで、全く検針の費用が、支出が丸々浮いたとかそ

ういったことではございません。どうしても全町を検針員が１人で回っているんですが、その間、

何日間か検針にまえなかった。そういった日がありましたもんですから、そこは職員でカバーし

ようと。そういった月が３か月ほどありましたが、今回、減額というような形では、少し若干費

用につきまして確かに支出をしておりませんので残額はありますが、その分は今回の補正には計

上をいたしておりません。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに質疑はありませんか。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  今の質問と関連するんですけれども、その検針員の方は、という

ことは、メーター１個当たり幾らみたいな形の契約になっているのかな。ちょっとそこを教えて

ください。 

○議長（是石 利彦君）  上下水道課長。 

○上下水道課長（奥家 照彦君）  １件当たり、今現在、単価を７０円として設定しております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第１４号は、福祉産業建設委員会に付

託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第１４号令和２年度吉富町水道事

業会計補正予算（第６号）については、福祉産業建設委員会に付託いたします。 
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────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第１５号 令和２年度吉富町下水道事業会計補正予算（第６号）について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１４、議案第１５号令和２年度吉富町下水道事業会計補正予算

（第６号）についてを議題といたします。 

 これから、質疑に入ります。 

 補正予算書１ページ。補正予算実施計画、収益的収入及び支出、２ページ。資本的収入及び支

出、３ページ。予定貸借対照表、４ページ、５ページ。補正予算明細書、収益的収入及び支出

６ページ、７ページ。資本的収入及び支出、８ページまで。 

 以上、補正予算書全般について御質疑ありませんか。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  下水について、先日の広報ですか。あれに途中の送るポンプかな

んかにすごいごみが詰まって大変であるという話が出ていましたけれども、大体年間でどれぐら

いぐらいの支出、本来かけなくてもいいものにという言い方もある。どれぐらい経費がかかって

いるか、そこだけ教えてください。 

○議長（是石 利彦君）  上下水道課長。 

○上下水道課長（奥家 照彦君）  現在、マンホールポンプといいまして、現在の下水道のパイプ

などが勾配に沿って上流から下流に流れていくわけなんですが、どうしても水路越しとかそうい

ったところで一旦下がったものをもう一度上げてということでマンホールポンプを用いましてポ

ンプアップをして、またそこから流れ出す。そういったポンプに異物が引っかかるというような

ことです。 

 そういった管理も含めまして、現在、豊前清掃社のほうに委託管理をして行っております。そ

の委託費の中で分解整備を行っていただいております。タオルであるとか、おむつ類、水に溶け

ないビニール類、そういったものが年間に七、八回程度、今年度は現在８回程度行ってます。そ

ういった中で対応しております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  ただいま議題となっております議案第１５号は、福祉産業建設委員会に

付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。議案第１５号令和２年度吉富町下水道事業会計

補正予算（第６号）については、福祉産業建設委員会に付託いたします。 

 ここで暫時休憩いたします。１１時１０分といたします。 
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午前11時00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時10分再開 

○議長（是石 利彦君）  休憩前に引き続き再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第１６号 令和３年度吉富町一般会計予算について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１５、議案第１６号令和３年度吉富町一般会計予算についてを議

題といたします。 

 ここで、建設課長からの発言を許します。建設課長。 

○建設課長（赤尾 慎一君）  本日、お手元にございます定例町議会付属資料中、８ページをお開

きください。 

 令和３年度工事及び業務委託箇所位置図ナンバー１の図面がございますが、８ページ、付属資

料。よろしいでしょうか。この図面上、図面の真ん中の左側に載っておりますのが、⑤の２道路

更新防災対策事業橋梁定期点検業務委託（土屋橋）、⑤の２と表示しておりますが、⑥の２の誤

りでございますので、訂正をよろしくお願いいたします。大変申し訳ございませんでした。 

○議長（是石 利彦君）  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第１６号令和

３年度吉富町一般会計予算については、本日は予算書の内容について執行部からの説明を受ける

ことにとどめ、質疑を省略し、予算決算委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第１６号令和３年度吉富町一般会

計予算については、本日は予算書の内容について執行部からの説明を受けることにとどめ、質疑

を省略し、予算決算委員会に付託することに決しました。 

 執行部からのページを追って順次説明を求めます。 

 予算書１ページ、同じく９ページ。総務財政課長。 

○総務財政課長（瀬口 直美君）  御説明をさせていただきます。 

 これから先、各課長が御説明をさせていただきますが、ちょっとその前に私から、今回の一般

会計予算の概要説明について少しお話をさせていただきます。 

 令和３年度の当初予算は、議案の付属資料の別冊としまして一般会計予算の概要を作成し配付

をさせていただいております。新規事業をはじめ主な事業につきましては、それぞれの事業ごと

に歳入歳出の予算書の掲載ページや事業内容など、詳細に資料に記載しておりますので、本日の

これからの各課長の説明につきましては要点を絞っての説明とさせていただきますことをまずお
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話しさせていただきます。 

 予算書９ページでございます。債務負担行為です。事項、団体内統合宛名サーバ更新事業、期

間、令和４年度から令和８年度、限度額、８９３万７,０００円でございます。 

 現在導入しておりますサーバの更新を行うもので、電算システムの入替えに合わせまして、令

和３年８月から５年間リースとして更新事業を実施するため、債務負担行為を設定するものでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  税務課長。 

○税務課長会計管理者（小原 弘光君）  続きまして、２項土地評価システム更新及び土地評価業

務委託事業、期間、令和４年度から令和５年度まで、限度額、１,０５３万７,０００円を計上し

ています。 

 当該事項は、固定資産税算定のための土地評価業務に関する支出であります。 

 土地評価業務を行う上で欠かせない地番図データ、これは本町の全域図に１筆ごとの境界線を

落とした図面データと思ってください。これを作動させるための土地評価システムリース及び状

況類似地区標準宅地及び路線価の価格形成要因の調査あるいは土地の分筆、合筆など、移動によ

る地番図データの更新などの基礎的な部分の土地評価業務の委託であります。 

 まず、土地評価システムの現リース契約は令和３年８月に終了するため、令和３年９月から令

和６年３月までの２年７か月間の再リース契約を計画しております。 

 令和３年度は、２款２項２目賦課徴収費に、土地評価システムリース料１２８万５,０００円

のうち５２万９,０００円を歳出予算計上をしております。 

 令和４年度と令和５年度で限度額１８１万４,０００円を債務負担行為として計上します。 

 次に、土地評価業務委託は、土地評価システム再リースの契約期間に合わせて令和３年度から

令和５年度までの３年間の委託契約を計画しております。令和３年分につきましては、先ほど同

様、賦課徴収費に土地評価業務委託料３７０万７,０００円を歳出予算計上して、残りの令和

４年度と５年度につきましては限度額８７２万３,０００円を債務負担行為として計上しており

ます。 

 財源につきましては、一般財源であります。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １０ページ。総務財政課長。 

○総務財政課長（瀬口 直美君）  １０ページ、地方債でございます。 

 まず、一番上、起債の目的、臨時財政対策債、限度額１億円でございます。対前年度につきま

して２,５００万円の増額でございます。地方の財源を補う不足分として毎年発行されるもので、
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元利償還金の１００％が基準財政需要額に算入されます。 

 その下、公共事業等債、限度額１,６６０万円でございます。国庫補助事業の財源として起債

するもので、補助対象事業費から国庫補助金を除いた町負担分に充当可能で、充当率が９０％、

その内４０％は財源対策債分として元利償還金の５０％が交付税措置されるというものでござい

ます。 

 令和３年度は、狭隘道路整理分として３７０万円、道路更新防災対策事業分として

１,２９０万円を予定しております。 

 次に、公営住宅事業債です。限度額９,７８０万円でございます。幸子団地改修工事の財源と

しまして起債するものでございます。国庫補助金を除いた町負担分に充当可能で、充当率といた

しましては１００％、交付税措置はございません。 

 次に、地方道路等整備事業債１,９４０万円でございます。市町村が単独事業として実施しま

す道路整備事業の財源として起債するものです。充当率９０％で、交付税措置はありません。先

ほどの公共事業等債の対象事業の町単独事業分と福岡県景観整備事業の町負担分の財源としてす

るもので、それぞれ１,０２０万円、９２０万円となっております。 

 次に、一般単独事業債、限度額５９０万円でございます。地方単独事業の財源として起債する

ものです。県費補助金を除いた町負担分に充当するもので、充当率７５％、交付税措置はありま

せん。漁港施設等耐震、対津波費の診断業務に３７０万円、漁港内水銀灯ＬＥＤ化に２２０万円

の起債でございます。 

 最後の施設整備事業、一般財源化分の起債でございます。限度額５２０万円で、こどもの森遊

具新設事業の財源として、以前であれば同様の事業で交付されておりました国庫補助金相当額に

ついて、充当率１００％、元利償還金の７０％が交付税措置されるということでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  歳入１４ページ、１５ページ。税務課長。 

○税務課長会計管理者（小原 弘光君）  税の総額について説明します。 

 令和３年度当初予算では、税の総収入額を７億１,６９４万７,０００円と見込み、同額を予算

計上しております。このため、留保財源はありません。 

 なお、昨年度の税の総収入見込額は７億４,０３９万８,０００円で、２,３４５万１,０００円

を減額となっております。 

 減額となる２つの理由について説明いたします。 

 １つが、新型コロナの影響による収入の減収を直接的な理由とする個人町民税、法人町民税の

減額を、計１,９３３万１,０００円と見込んでおります。もう一つが、３年ごとに行う経年劣化

による家屋評価額の減額による固定資産税の減額を約９００万円と見込んでおります。 
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 なお、個別の町税収入見込額につきましては、一般会計予算の概要に掲載しております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １６ページ、１７ページ、１８ページ。総務財政課長。 

○総務財政課長（瀬口 直美君）  １０款１項１目地方交付税で、まず、１節の普通交付税１０億

円でございます。令和２年度交付見込額及び令和３年度の国の地方財政計画の伸び率等を考慮し

まして、対前年度で４,０００万円の増額でございます。 

 同じく２節特別交付税７,０００万円でございます。普通交付税同様、２年度の実績見込みと

地方財政計画の伸び率に加えまして、３年度実施予定の特別交付税対象事業等を考慮して、対前

年比で１,０００万円の増額となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １９ページ。福祉保険課長。 

○福祉保険課長（守口 英伸君）  １９ページの一番下です。１２款２項１目介護予防事業分担金

の１節の介護予防事業分担金です。これが前年より３８６万３,０００円増額をいたしておりま

す。これは、福岡県介護保険広域連合から介護予防地域支援事業分配金として交付されるもので

すが、増額のうち２７２万８,０００円は、令和３年４月から、吉富町地域包括支援センター業

務を吉富町社会福祉協議会に委託することに伴い、社会福祉協議会の正規職員となる人件費の増

額分でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ２０ページ、２１ページ、２２ページ。福祉保険課長。 

○福祉保険課長（守口 英伸君）  ２２ページの下の欄です。１４款１項１目の民生費負担金のう

ち、３節障害者福祉費負担金でございます。前年より１,２８０万７,０００円減額しております。

これは、障害者サービス事業費に対する２分の１が負担金として国から交付されるものですが、

前年度までは障害者サービスの交付決定者数で事業費を算定しておりましたが、交付決定を受け

てもサービスを受けないケースがあるため、本年度は過去からの実際の利用者実績により事業費

を算定したため、減額となったものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ２３ページ。建設課長。 

○建設課長（赤尾 慎一君）  １４款国庫支出金２項国庫補助金３目土木費補助金２節社会資本整

備総合交付金の町営住宅分として３,８２５万８,０００円、これ補助率は４５％で、現在進めて

おります幸子団地の改修に伴う補助金でございます。 

 次に、同じく社会資本整備総合交付金の狭隘道路整備分として４５０万５,０００円、これは、

補助率は５０％でございます。 
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 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ２４ページ。建設課長。 

○建設課長（赤尾 慎一君）  同じく１４款国庫支出金２項国庫補助金３目土木費補助金２節道路

工事費防災対策事業費補助金として１,９９９万７,０００円。これにつきましては、現在進めて

おります佐井川橋の改修に伴う補助金でございます。 

 なお、補助率は０.５６６５でございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  地域振興課長。 

○地域振興課長（軍神 宏充君）  ２項国庫補助金５目総務費補助金２節地方創生推進交付金

６８５万円でございます。本町で２８年度から５年間で取り組んでまいりました女子集客のまち

推進事業の発展事業として交付金を活用し取り組みたいと考えているところです。 

 詳しくは歳出で説明させていただきますが、まちづくり会社の地盤固め、マルシェ事業の継

続・発展、特産品開発などを行いたいと考えております。 

 予算額につきましては、補助対象事業費１,３７０万円の補助率２分の１を計上いたしており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ２４ページいいですね。２５ページ。２６ページ。住民課長。 

○住民課長（永野 公敏君）  ２６ページ、２項県補助金１目総務費補助金１節総務費補助金の中

の生活交通確保対策補助金７８万１,０００円です。内訳といたしましては、築上東部乗合タク

シーが１６万６,０００円、コミュニティバス豊前中津線５万７,０００円です。県補助金の交付

要綱で収支率が２５％以上の路線につきましては、運行委託料の１４％が補助金として交付をさ

れます。 

 それと、デマンドタクシーにつきましては、５５万８,０００円としています。新規開設路線

に係る補助金の交付額は、路線を開設した年度を含め３年間の補助となっております。補助率は、

初年度が運行委託料の３０％、２年目２５％、３年目は２０％となっています。ただし、本年度

の補助金につきましては、この補助対象期間が補助金を受けようとする会計年度の９月３０日を

末日とする１年間となっているために、４月から９月までの半年分の補助金となっております。 

 町内巡回路線につきましては、収支率が２５％未満のため、平成３０年度から令和２年度まで

の３年間は８％の補助率で、２７万７,０００円の補助を受けられておりましたが、収支率は

２５％に達していないため、令和２年度で補助は終了となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ２７ページ。子育て健康課長。 



- 30 - 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  １５款２項２目民生費補助金２節の児童福祉費補助金の下か

ら４行目保育対策総合支援事業費補助金です。これにつきましては、認可外保育所が認可化に向

けて移行の支援を行うために、課題把握に関する調査や計画書の作成、助言を受けるための委託

料等の費用となっております。 

 認可化移行可能性調査支援事業が４３万２,０００円、認可化移行助言指導支援事業が３８万

５,０００円の計上となっております。県費補助金で４分の３の補助というふうになっておりま

す。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ２８ページ。建設課長。 

○建設課長（赤尾 慎一君）  １５款県支出金２項県補助金４目農林水産業費補助金３節水産業費

補助金、福岡県漁港等施設改修事業でございます。内容は、漁港施設の耐震・対津波の機能診断

業務委託が５００万円、それから吉富漁港内の水銀灯のＬＥＤ化３２か所が３００万円、合わせ

て８００万円でございます。 

 なお、補助率は５０％でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ２９ページ、３０ページ、３１ページ。総務財政課長。 

○総務財政課長（瀬口 直美君）  ３１ページ。１７款１項寄附金２目のふるさと吉富まちづくり

応援寄附金で、本年度３,０００万円でございます。令和２年度現より２,９９９万９,０００円

の増額となっております。 

 これにつきましては、令和２年度の実績の見込みによりまして、令和３年度は３,０００万円

ということで計上をさせていただいております。 

 引き続きまして、１８款繰入金１項１目基金繰入金で、１節の財政調整基金繰入金でございま

す。令和３年度は、１億６,６５０万円の計上でございます。対前年度比で３,２１０万円の減額

となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  上下水道課長。 

○上下水道課長（奥家 照彦君）  同じく１８款繰入金でございます。２節特定目的基金繰入金公

共下水道事業費基金の繰入金１億５,５００万円でございます。公共下水道事業で人件費、企業

債、企業債の利息の返還あるいは減価償却費に充てるためのものでございます。前年度対比

１,０００万円の減としております。 

 なお、この１億５,５００万円につきましては、歳出で８款土木費のほうで下水道事業の補助

金として同額を計上しているところでございます。 
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 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（瀬口 直美君）  同じ節、下のふるさと吉富まちづくり応援基金繰入金で、

７２３万１,０００円でございます。この基金につきましては、ふるさと吉富まちづくり応援寄

附金として寄附していただいたものを条例の規定に基づいて基金に積み立てていた部分でござい

ます。 

 この寄附金につきましては、寄附者が福祉や教育など、それぞれ事業に充ててほしいとの思い

で寄附をしていただいておったものでございますが、近年は、この寄附金を活用した事業を実施

しておらず、基金として積み立てられた状況が続いておりました。 

 今回、寄附していただいた方の気持ちを形にしていくことも非常に大切なことではないかとい

うことで、寄附金を活用して事業を実施し、それをホームページや広報で住民の皆様にも知って

いただき、寄附者の方にも併せてお知らせをするということともに、ふるさと納税の推進用のチ

ラシ等にも掲載することで、さらなるふるさと納税の推進も図っていきたいというふうに考えて

おります。 

 この基金の充当事業の内容につきまして、安心・安全みまもりカメラ設置工事費に３８１万

２,０００円、敬老会関係出演委託料に１００万円、婦人がん検診拡充事業費に１３０万

４,０００円、公園整備工事費に１１１万６,０００円ということになっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ３２ページ、３３ページ。福祉保険課長。 

○福祉保険課長（守口 英伸君）  ３３ページの一番下です。２０款３項１目雑入の５節雑入の吉

富町社会福祉協議会派遣職員給与費等負担金７４０万８,０００円が今年度から新たに計上され

ております。 

 令和３年４月から吉富町地域包括支援センター業務を社会福祉協議会に委託することに伴い、

町職員を１名派遣することとしておりますが、その職員の給与は介護保険広域連合や中学校組合

に派遣している職員と同様に、町の一般会計から支出いたしますので、その額を社会福祉協議会

から負担してもらうものでございます。 

 なお、その職員の人件費は、町が社会福祉協議会に対して支出する委託料の中に含まれており

ます。 

 併せて、この雑入に前年度は介護予防サービス計画費収入４２４万円が計上されておりました

が、地域包括支援センター業務を社会福祉協議会に委託いたしますので、介護予防サービス計画

収入、いわゆるケアプラン作成収入は社会福祉協議会の収入となるため、削除されております。 

 以上です。 
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○議長（是石 利彦君）  ３４ページ。 

 続いて、歳出３５ページ、３６ページ、３７ページ、３８ページ、３９ページ。総務財政課長。 

○総務財政課長（瀬口 直美君）  ３９ページ、２款１項１目の一般管理費１０節需用費で、消耗品

費７６９万６,０００円のうち総務財政課分としまして６７７万３,０００円の計上をいたしてお

ります。 

 令和３年度から各課各業務に特化して使用する事務用品費を除きまして、全ての事務用品につ

きまして、総務財政課で一括管理をすることとしまして、その費用９３万５,０００円を計上し

ております。 

 この一括管理によりまして、予算ベースではありますが、令和２年度対比で１３０万円の削減

が図られております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ４０ページ。総務財政課長。 

○総務財政課長（瀬口 直美君）  ４０ページ、同じく２款１項１目の１３節の駐車場使用料

１３８万１,０００円と、その下１４節工事請負費で、職員駐車場整備工事費２３９万円でござ

います。これは、新たに職員駐車場を確保するための使用料と、その整備に係る工事費でござい

ます。 

 以前から、役場職員の専用の駐車場はなく、フォーユー会館周辺の駐車場を使用しておりまし

たが、交通量の多い県道を横断しなければならないなど安全面に課題があったこと。併せまして、

フォーユー会館周辺施設の駐車場が不足をしまして、以前より、利用者から車の駐車ができない

などの声も寄せられておりましたので、施設の使用料の見直しを行い、受益者負担を改めてお願

いすることに併せまして、駐車場をある程度確保しまして、施設の充実も図っていきたいという

ふうに考えております。 

 そこで、新たに今回職員駐車場用に私有地を借り受けするというものでございます。 

 なお、今年度、今後につきましては職員の駐車場というか、職員が自家用車で通勤をする場合、

各施設の駐車場を利用する。要するに、公の施設の駐車場を使用する場合には駐車料を使用料と

して徴収するようにと現在考えております。 

 これは、配付資料の一般会計概要の１２ページに記載しております新規事業でございます。 

 続きまして、その下、１３節の職員情報共有システムの利用料４３万９,０００円でございま

す。新規の計上でございます。これは職員間の災害をはじめとして様々な場面における情報共有

に活用できるビジネスチャットであるロゴチャットのアプリを導入しまして、それを利用するた

めの費用を新たに計上するものでございます。 

 配付資料につきましては、同じく１２ページに掲載しております。 
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 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ４１ページ、４２ページ。税務課長。 

○税務課長会計管理者（小原 弘光君）  ２款１項４目会計管理費１１節役務費、コンビニ等収納

各基本手数料６万６,０００円であります。収納代行業者に支払う定額の手数料で、月

５,５００円の１２か月であります。 

 なお、この基本手数料とは別に、収納実績に応じた従量手数料が発生します。こちらにつきま

しては、それぞれ該当する目、国保特別会計、後期高齢者医療特別会計、水道事業会計、下水道

事業会計に１件の手数料５８円に見込み収納件数を乗した額に消費税を加算した額をコンビニ等

収納（従量手数料）で計上しております。 

 続きまして、その下、１２節委託料コンビニ等収納事業導入業務委託料１１万円です。収納代

行業者が事前準備として行うコンビニとのバーコードの読み取り確認、通信テストに係る委託料

です。コンビニ等収納事業予算につきましては、一般会計予算の概要に掲載しております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（瀬口 直美君）  同じく４２ページの５目財産管理費８節の需用費の光熱水費で

１５０万６,０００円の減額でございます。 

 主な要因としましては、庁舎の電気代１４４万円の減額でございます。これは、令和２年度の

実績見込みからの減額と、電力供給会社を九州電力からまちづくり会社が取次店となっておりま

すエフビットコミュニケーションへ変更したことによる減額でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ４３ページ。未来まちづくり課長。 

○未来まちづくり課長（和才  薫君）  ４３ページ、一番下でございます。５目財産管理費

１４節工事請負費です。安心・安全みまもりカメラ設置工事費３８１万２,０００円計上させて

いただいております。これは、従前は、名前を防犯カメラというふうな名前でとり行っておりま

したが、高齢者、また子供たちを安心・安全に見守るという目的をしっかりと名前にして、分か

りやすいネーミングにということで変えて今回計上させていただいております。 

 今年度は１１台を町内に設置の予定で準備をさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ４４ページ、４５ページ。未来まちづくり課長。 

○未来まちづくり課長（和才  薫君）  ４４ページをお願いいたします。 

 ６目企画費１２節委託料でございます。イルミネーション設置業務委託料３１０万

８,０００円でございます。これは、新規事業でございまして、町のアピール、町来訪者等、そ
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して町民気持ちの高揚を目的といたしまして、町内のけやき通り約７００メーターの間に、両側

のケヤキにイルミネーションを設置して、１１月から１月頃にかけまして町内の彩りを添える事

業でございます。これは、付属資料の１４ページに詳細な内容を上げさせていただいております。 

 続いて、その下の川まちづくり事業計画作成業務委託料１,３５３万円でございます。これは、

先般、国に認定をいただき、山国川の川まちづくり事業について、今後５年間見て国が整備を進

めていくこととなっております。それに併せまして、本町におきましても具体的な事業費や年度

計画を策定し、着実に事業の進捗を図るための業務委託をするものでございます。こちらも付属

資料の１４ページに詳細な内容を紹介いたしております。 

 続いて、その下でございます。移住定住促進パンフレット作成委託料５７万２,０００円でご

ざいます。これは、本町への移住定住を促進するに当たり、町の移住定住施策を全て網羅した漫

画調のストーリー仕立ての、手に取りやすい、つい読んでしまうようなパンフレットを作成いた

すと考えております。そのための費用でございます。こちらも付属資料の１５ページに詳細な内

容を掲載いたしております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ４５ページ。総務財政課長。 

○総務財政課長（瀬口 直美君）  ４５ページで、まず７目電子計算費と次、２ページ先の

４９ページに１３目に情報化推進費が出てきますが、この２つについて、ちょっと説明をさせて

いただきます。 

 これまでは、職員間のネットワークシステムである庁内ＬＡＮシステムに係る経費と、制度導

入時が基幹系の電算システムと別々として整備をしておりましたが、それに伴ってそれぞれの経

費を７目の電子計算費と１３節の情報化推進費ということに分けて令和２年度までは計上してお

りました。 

 ただ、現状としましても、機器の効率的運用等を考慮しまして、基幹系電算システムとこのネ

ットワークシステムのほとんどは統合されて、一つのシステムというか、そういう形で運用して

おりまして、今回、来年の電算のシステム更新に当たっても、一括で更新をするということにし

ているために、それぞれの経費を分けて算出することは難しい。現状の運用等を考えましても、

区分する必要はないのかなというところから、電算システムを更新を期に、令和３年８月分から

は基幹系電算システム及び庁内ＬＡＮシステムの職員のネットワークシステムに係る費用を全て

この７目の電子計算費に計上しまして、１３目の情報化推進費は業務の情報化に係る費用のみを

予算計上することとしました。 

 これによりまして、７目と１３目の各節の予算増減が出ております。２つの目の合計としまし

ては、対２年度予算に対しまして電算システム更新を合わせて総額で９１４万２,０００円の増
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額となっております。この要因は、先ほど言いました更新に係る電算費等のリース料の増額とな

っております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  未来まちづくり課長。 

○未来まちづくり課長（和才  薫君）  ４５ページ、上の段、６目企画費１８節負担金補助及び

交付金の下から２番目です。奨学金返還支援事業費補助金３００万円でございます。こちらは、

新規事業といたしまして、移住定住を目的に吉富町に住み、奨学金を返還しながら働く若者を対

象に、最大で１０年間で６５万円を補助する事業費として新たに企画する補助事業でございます。

こちらにつきましても１５ページに詳細な内容を記載させていただいていますが、最初の３年間

につきましては１０万円ずつ、以後５万円ずつを支給するということです。吉富町の奨学金に限

らず、各種奨学金を頂いている方を対象にさせていただくものでございます。こちらにつきまし

ては、特別交付税の２分の１の交付がつく事業でございます。 

 続いて、その下でございます。北九州地域連携懇談会プロモーション部会負担金２０万円、こ

ちらは、今回、議案第２３号で計上させていただいております北九州市との連携協約を結び、そ

の上で協働にて広域観光事業としましてＰＲパンフレットや観光ＰＲキャンペーン等を行う事業

に係る負担金として計上させていただいております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ４６ページ、４７ページ、４８ページ、４９ページ。総務財政課長。 

○総務財政課長（瀬口 直美君）  ４９ページ、２款１項１３目の情報化推進費の１２節の委託料

の一番下でございます。入札契約システム運用保守委託料２７７万２,０００円でございます。

新規の事業です。 

 令和３年度から導入する入札契約システムの運用保守委託料で、これは指名願の受付入札後の

契約業務をシステム化するというもので、その保守料として計上しているものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  未来まちづくり課長。 

○未来まちづくり課長（和才  薫君）  同じく１３目の情報化推進費１３節使用料及び賃借料で

す。１３節の一番下です。データ放送使用料７０万４,０００円、こちらも新規事業といたしま

して、町の新たな文字情報発信の手段といたしまして、パソコンや携帯ではなく、テレビのＤボ

タンを活用して、リアルタイムの町のイベントや災害などの緊急情報をお届けする事業を計画し

ております。 

 情報収集手段が限られています高齢者の方等へ、特に活用をお願いしたい事業として計上いた

しております。こちらも附属資料の１６ページに詳細な内容を記載をいたしております。 
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 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ４９ページ、いいですね。５０ページ。総務財政課長。 

○総務財政課長（瀬口 直美君）  ５０ページです。１３目の情報化推進費の１８節でございます。

福岡電子自治体共同運営協議会負担金で、２５２万７,０００円でございます。こちらにつきま

しては、来年度３年度から導入します電子入札開始に伴います９２万円が増額となっております。

先ほど御説明させていただきました入札契約システムの保守管理の導入と合わせまして、指名願

の受付から入札、そしてその後の契約につきまして一連で電子入札のシステムを構築するという

ものでございます。 

 配付資料は１６ページに掲載をしております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  地域振興課長。 

○地域振興課長（軍神 宏充君）  ５１ページに地方創生交付金の関連事業がございますので、一

緒に説明させていただいてもよろしいでしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  はい、どうぞ。 

○地域振興課長（軍神 宏充君）  歳入で説明させていただきました地方創生推進交付金の活用を

見込む３事業として、１つ目に、１４目まち・ひと・しごと創生事業費の１２節委託料の一番上

の交流マルシェ企画運営業務委託料と、２つ目に、上から３番目の特産品開発事業委託料、そし

て３つ目に、５１ページの１８節の一番下の女子集客のまちづくり活性化促進事業推進助成金を

予算計上いたしております。 

 １つ目の、初めに交流マルシェ企画運営業務委託料７７０万円につきましては、内需拡大と集

客力の向上を目指し、開催場所を漁港や河川敷に広げ、また、開催方法も工夫を凝らした方法で

交流マルシェを３回程度企画運営するものでございます。 

 ２つ目の特産品開発事業委託料３００万円は、ふるさと納税への返礼品や町のＰＲとして活用

できる特産品の開発を行うものでございます。 

 最後に、３つ目の１８節一番下の女子集客のまちづくり活性化促進事業推進助成金３００万円

は、まちづくり会社が行う町の活性化事業に対する補助金でございます。こちらは資料の

１７ページに掲載しております。 

 続きまして、５０ページの１２節委託料の上から２番目、地域おこし協力事業委託料

１,４１０万円でございます。地域おこし協力隊を３名任用することにより、主に情報発信、特

産品開発、地域活動支援を行い、地域の活性化を図るものです。１人当たり４７０万円の３名分、

１,４１０万円を予算計上いたしております。 

 なお、この財源には特別交付税を活用し、交付率は１０分の１０でございます。こちらの資料
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も１６ページに掲載しております。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  住民課長。 

○住民課長（永野 公敏君）  ５１ページ、１５目交通政策費１２節委託料です。 

 デマンドタクシー運行委託料３７２万３,０００円を上げております。このデマンドタクシー

につきましては、１２月の債務負担行為を計上させていただきまして説明をさせていただいてお

りますが、このデマンドタクシーにつきましては、タクシー車両を利用し、運行形態としてはド

アツードア型で、予約された人の自宅まで迎えに行き、目的地まで送迎する予約型の乗合タク

シーとなっております。御高齢の方や体の不自由な方、妊婦さんなど、距離を歩くことが少し困

難な方でも買物などお出かけするのに使い勝手の良い交通機関として喜ぶ手段といたしておりま

す。詳細につきましては、予算の概要１７ページに記載をいたしております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（瀬口 直美君）  同じく５１ページで、２款１項１６目ふるさと吉富まちづくり

公園事業費です。こちらにつきましては、新たな目となりますが、次の５２ページの廃止目とな

っておりますふるさと吉富まちづくり応援基金費というのが以前は目として設定をしておりまし

た。このふるさと納税に関する事業費につきましても、廃止目となっております基金費に計上し

ておりましたが、令和３年度からはあくまで事業費として新しくふるさと吉富まちづくり応援事

業費という目を設けまして、基金に係る経費、事業に係る経費を合わせましてこの目の中で計上

をしていくということで、新しい目を設けさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ５２ページ。未来まちづくり課長。 

○未来まちづくり課長（和才  薫君）  中ほどの１７目吉富応援給付金事業費１８節の吉富応援

給付金１０万円でございます。こちらにつきましては、令和２年度に実施をしております町独自

の、町民１人２万円の給付事業におきまして、新生児につきましては４月１日生まれまでが今年

度の新生児の方と同級生になるということで、４月１日生まれまでを対象といたしております関

係上、４月１日生まれ前後の予定日の方を見込みまして、２万円掛ける５名を本年度も引き続き

計上させていただいておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  子育て健康課長。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  同じく１８目出産育児応援特別給付金事業５０万円です。先

ほど未来課長が申し上げましたとおり、４月１日までの新生児に対して１人１０万円ということ
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で本年度予算計上をいたしておりますが、届け出が４月に入ってからの方もおられるという想定

のもとに５名、１０万円掛け５名分の５０万円を計上させていただいております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ５３ページ、５４ページ、５５ページ、５６ページ、５７ページ、

５８ページ、５９ページ、６０ページ、６１ページ。福祉保険課長。 

○福祉保険課長（守口 英伸君）  ６１ページ、１目社会福祉総務費の１２節委託料で、高齢

者等買物困難者支援事業委託料が前年よりも３０万２,０００円増額いたしております。この事

業費委託料が運営総事業費から売上げ利益を差し引いた額を委託料として支出しておりますが、

前年度までは予算計上の段階であらかじめ売上げ利益を見込んだ額を予算計上いたしておりまし

たが、本年度からは運営総事業費を支払い上限額として予算計上し、年度末に実際の売上げ利益

を差し引いた額を委託料として支払うこととしたため、増額となったものでございます。 

 同じくその下、運動習慣定着促進事業委託料で、前年度より６９万３,０００円増額いたして

おります。これは、部屋ブランコに健康運動教室委託料で、前年度は当初予算で１６回分、９月

補正で２６回分を増額いたしましたが、本年度は県の補助金が１年分つきましたので、当初予算

から５０回分を計上するものでございます。 

 なお、補助率は１０分の１０でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  暫時休憩いたします。再開は１３時、１時とします。 

午後０時00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（是石 利彦君）  休憩前に引き続き再開いたします。 

 ６１ページございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に行きます。６２ページ。福祉保険課長。 

○福祉保険課長（守口 英伸君）  ３款１項１目１９節の扶助費でございます。前年度より

２,４６０万６,０００円減少いたしております。これは、歳入でも御説明をいたしましたが、障

害者福祉サービス事業を昨年度までは交付決定者で算定をいたしておりましたが、交付決定を受

けてもサービスを受けないケースがあるため、今年度は過去からの実際の利用実績により算定し

ているため、減額となったものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ６３ページ、ございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  ６４ページ、６５ページ。福祉保険課長。 

○福祉保険課長（守口 英伸君）  ３款１項３目老人福祉費でございます。この中に敬老会事業費、

合計で１２６万２,０００円なんですが、これが新たに計上されております。敬老会事業費は、

昨年度までは１０款教育費に計上しておりましたが、令和３年度から実施主体を教育委員会から

町長部局に移すため、３款民生費に予算計上するものでございます。 

 以上です。 

 続きまして、その下の１７節備品購入費に１１８万円を計上いたしております。 

 このうち７１万５,０００円は、新規事業といたしまして防犯通話自動録音機を１００台購入

するものでございます。詐欺などの犯罪被害を未然に防ぐため、おおむね７５歳以上の独り暮ら

し高齢者等に無償で貸与するものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ６６ページ。福祉保険課長。 

○福祉保険課長（守口 英伸君）  ３款１項３目老人福祉費の１８節負担金補助及び交付金の一番

上、高齢者安全運転装置設置促進事業補助金で３０万円でございます。 

 これは、前年度は新規事業として２款総務費の交通安全対策費に計上しておりましたが、高齢

者福祉施策として総合的にサービスを展開、提供するため、３款民生費に計上するものでござい

ます。 

 なお、令和２年度も実際の事務は福祉保険課が行っておりました。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ６７ページ、６８ページ。福祉保険課長。 

○福祉保険課長（守口 英伸君）  ３款１項４目の１２節委託料のうち一番下です。包括支援セン

ター業務委託料２,９４０万１,０００円でございます。 

 人材の育成や地域包括ケアシステムのさらなる充実を図るため、社会福祉協議会に令和３年

４月から業務を委託するものでございます。 

 総事業費は、３,２５４万９,０００円です。そこから、社会福祉協議会の収入となる介護予防

サービス計画費収入、いわゆるケアプランの作成収入です。この見込額３１４万８,０００円を

差し引いた額を委託料として計上いたしております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ６９ページ、７０ページ、７１ページ、７２ページ。子育て健康課長。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  ３款２項１目児童福祉総務費の１２節中段ぐらいにあります

就学前児童英会話ふれあい事業委託料です。 
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 昨年度までは教育委員会のほうが一括で契約をしておりましたが、今年度より就学前児童英会

話ふれあい事業につきましては、子育て健康課のほうで実施することになりましたので、その分

の予算を計上させてもらっております。 

 国際化が進む中、ネイティブな英語に子供の頃から触れる機会が重要であるという考えから国

際的な感覚を醸成することを目的に３歳児、４歳児、５歳児を対象として実施するものでござい

ます。 

 以上です。 

 引き続きまして、１２節委託料、一番下です。歳入のほうでも説明いたしましたが、認可化移

行可能性調査支援委託料、これが新規５７万６,０００円を計上させていただいております。認

可化、保育所等が認可化するために障害となっている事業を診断し移行するための計画書作成に

要する費用の一部を補助するものでございます。 

 続きまして、引き続き７３ページの認可化移行助言指導支援事業委託料、これにつきましては

５１万４,０００円を計上させてもらっております。 

 これにつきましては、保育所等への移行に必要な保育内容や施設運営等について助言、指導す

るために要する費用の一部を補助するものでございます。 

 実施要件といたしましては、保育所への移行を目指す認可外保育施設であること、なお、移行

するための計画書を作成し、計画の期間内──これは、５年が上限となっております──に保育

所等に移行するものであること。保育所等へ移行を目指す認可外保育施設であって認可化移行可

能性調査支援議業の実施等により移行のための計画書を策定すること。これが実施要件というふ

うになっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ７３ページいいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  ７４ページ、７５ページ、７６ページ、７７ページ。子育て健康課長。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  ７７ページ、３款２項５目幼保一体化施設子どもの森費、中

段の１４節工事請負費でございます。 

 これにつきましては、令和２年度の遊具点検により危険と判断された遊具を撤去したため、新

たに遊具を設置するものであります。また、園児の活動スペースを広げるため、今現在、子ども

の森の南側にある遊休地を活用し、そこを整地し、そこに遊具を設置するということで、今回、

遊具設置工事として４９８万７,０００円、園庭等の整備工事につきまして５５８万６,０００円、

合計の１,０５７万３,０００円を計上させてもらっております。 

 続きまして、１７節備品購入費です。備品購入費の主な内容につきましては、今現在、子ども
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の森で物置が４台ありました、うち２台、２基につきましては、もう老朽化が進み、穴等で破れ

ておりますので、その分を今回改修するものとなっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ７８ページ、７９ページ、８０ページ。子育て健康課長。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  ４款１項２目予防費１２節委託料でございます。委託料の上

から２段目、がん検診委託料でございます。がん検診につきましては、国の指針では、２年に一

度である婦人がん検診を近年増加している婦人がんの早期発見、早期治療の徹底を行うため、毎

年度実施にすることにより町民の健康増進に役立たせるものでございます。 

 歳入の主な内容といたしましては、ふるさとまちづくり基金活用事例として基金繰入金により

事業実施することになっております。 

 婦人がん検診、婦人のがんが近年増加しておりますので、毎年により、がんの早期発見に努め

ていくための事業の拡充ということで予算を計上させてもらっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ８１ページ、８２ページ、８３ページ。住民課長。 

○住民課長（永野 公敏君）  ４款衛生費１項４目の環境衛生費１８節の負担金補助及び交付金の

中の吉富町外１町環境衛生事務組合負担金２,９５２万４,０００円です。 

 環境衛生事務組合の構成町の負担割合につきましては、組合規約を改正し、し尿処理に関する

経費につきまして、人口割から搬入割に改正した算出方法により算出を行っております。 

 これによりまして、し尿処理に係る経費につきましては３２３万３,０００円減額となり、組

合の分担金総額が減額になったものと合わせますと、令和２年度と比較いたしまして５７６万

７,０００円の減額となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ８３ページいいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  ８４ページ。住民課長。 

○住民課長（永野 公敏君）  ４款２項１目清掃総務費１８節の負担金補助及び交付金であります。 

 豊前市外二町清掃施設組合負担金７,７６６万１,０００円です。これにつきましては、対前年

比１,３７４万円の増となっております。この増の主な要因といたしましては、組合におけるご

み処理施設整備基本計画等策定業務委託料と埋立て処分施設が半年で満杯となりました上に、焼

却灰などの最終処分委託料が増となったことであります。 

 なお、詳細、内容の詳細につきましては、一部事務組合によるもののため詳細は控えさせてい

ただきたいと思います。 
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 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  今、８５ページでした。８４ページございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  ８５ページ。子育て健康課長。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  ８５ページです。 

 ４款１項１０目新型コロナウイルス感染症対策費です。これにつきましては、今年度新目とい

うことで、需用費として消毒用アルコール、使い捨て手袋等を、まず３２万４,０００円、役務

費といたしましては、万が一職員等でコロナが発生した場合の消毒代ということで１００万円、

備品購入費といたしましては、自動手指消毒を８台、これにつきましては、フォーユー会館、ひ

だまり、あいあいセンター、ふるさとセンター、インフォメーションセンター、子育て支援セン

ター、放課後児童施設に設置する予定となっております。 

 それと、非接触型体温検知器を３台、これにつきましても、フォーユー会館、ひだまり、あい

あいセンターに設置するということで備品購入費として計上させていただいております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ８６ページ、８７ページ、８８ページ、８９ページ、９０ページ、

９１ページ。建設課長。 

○建設課長（赤尾 慎一君）  ６款農林水産業費１項農業費５目農地費、１２節委託料２９万

７,０００円になります。 

 新規事業でございます。ため池の劣化調査をするもので、今議会で３月補正で４４万円の予算

を計上しております。これは、令和２年度の国の補正予算により計上をしておるところでござい

ます。併せて７３万７,０００円でため池の劣化評価委託費であります。なお、詳細につきまし

ては、予算の概要の２６ページ並びに付属資料８ページに記載をしております。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ９１ページいいですね。９２ページ。建設課長。 

○建設課長（赤尾 慎一君）  ９２ページ、６款農林水産業費２項水産業費３目漁港管理費１２節

委託料１,４０８万円でございます。これにつきましては、漁港施設の主要な施設につきまして

被災してもすぐに漁業活動ができるよう、その機能診断をするものでございます。 

 詳細につきましては、予算の概要の２６ページ並びに付属資料の９ページに記載をしておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ９３ページ。建設課長。 

○建設課長（赤尾 慎一君）  ６款農林水産業費２項水産業費３目漁港管理費１４節工事請負費で
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ございます。内訳につきましては、歳入の説明いたしました水銀灯のＬＥＤ化の工事３２灯、そ

れから、吉富漁港海岸の雑木の撤去工事、航路の標識灯の設置工事でございます。 

 詳細につきましては、予算の概要の２６ページ並びに附属資料の８ページから１０ページに記

載をしております。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ９３ページ、ほかにありませんか。９４ページ、９５ページ、９６ペー

ジ、９７ページ、９８ページ、９９ページ、１００ページ。未来まちづくり課長。 

○未来まちづくり課長（和才  薫君）  ８款４項１目都市計画総務費の１２節委託料でございま

す。一番上の都市計画基礎調査委託料４４８万８,０００円でございます。 

 これにつきましては、都市計画法に基づきまして都市の現況及び都市化の動向を把握するため、

おおむね５年ごとに実施することとなっており、令和３年度が該当年となっているため本調査を

実施するための費用でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １０１ページ、１０２ページ、１０３ページ、１０４ページ、

１０５ページ、１０６ページ、１０７ページ、１０８ページ、１０９ページ、１１０ページ。教

務課長。 

○教務課長（別府 真二君）  １１０ページです。 

 １０款教育費１項教育総務費２目事務局費１８節負担金補助及び交付金の給食費委託金

８４８万８,０００円について御説明いたします。 

 一昨年１０月から子育て世代の経済的負担の軽減を目的に吉富小学校に在籍する児童及び町内

に住所を有する児童に対する給食費３分の１助成を実施しているところでございます。 

 今回、これまでの子育て支援はもとより、新型コロナ支援策の一環として財政上厳しい状況で

はございますが、コロナに負けず元気に頑張っている子育て中の家庭に明るい話題を届けたく、

給食費２分の１助成を拡充する予算として増額計上させていただいております。 

 詳細につきましては、一般会計予算の内容に記載しております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １１１ページ、１１２ページ。教務課長。 

○教務課長（別府 真二君）  １１２ページ、１０款２項１目学校管理費１０節需用費のうち光熱

水費における電気代についてでございます。 

 電気の供給先の変更に伴いまして、教育委員会が管理いたします各種施設の電気代が従来の電

気使用料見込額が比較して減額しております。小学校の電気代につきましても、前年度対比で

１２８万４,０００円減額の４７１万６,０００円での予算計上でございます。 
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 続きまして、１１節役務費の通信運搬費５６万２,０００円についてでございます。学校が休

校となった場合、通信環境の整わない家庭に対するモバイルルーターを活用したオンライン授業

が可能となるよう、モバイルルーター３０台の３か月分の通信費として１５万３,０００円を含

む予算計上をいたしております。 

 また、学校外での学習や修学旅行など通信環境のない場所での幅広い活用も計画しております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １１３ページ、１１４ページ、１１５ページ。教務課長。 

○教務課長（別府 真二君）  １１５ページ、１０款２項２目教育振興費１２節委託料の外国語教

育支援事業委託料についてでございます。 

 就学前児童及び小学生を対象に実施しておりました英会話ふれあい事業について学習指導要領

では、小学校３、４年で外国語活動が、小学校５、６年で教科としての外国語が導入されたこと

から、教育課程における外国語学習として位置づけるため、教育振興費として予算の再編成を行

ったものでございます。 

 詳細につきましては、一般会計予算の概要に記載しております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １１６ページ、１１７ページ、１１８ページ、１１９ページ、

１２０ページ。教務課長。 

○教務課長（別府 真二君）  １０款４項社会教育費４目フォーユー館費１０節需用費における光

熱水費の電気代についてでございます。 

 先ほどとの関連でございます。電気の供給先の変更に伴いまして教育委員会が管理いたします

各種施設の電気代が従来の見込みと比較しまして減額しております。 

 フォーユー会館電気料では、前年度比１２６万円の減額とする３５１万６,０００円の予算計

上でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １２１ページ、１２２ページ。教務課長。 

○教務課長（別府 真二君）  １２２ページ、１４節工事請負費について御説明いたします。 

 令和２年７月の集中豪雨における大ホールへの浸水被害を受け、近年の異常気象への対応策と

して大ホールの舞台下への雨水等侵入防止と整備済みの排水ポンプの排水改造工事費用

１,０１２万円並びに建設から２８年経過による劣化が著しい大ホール絨毯、それから各研修室

の壁紙等の内装等改修工事費として３２７万８,０００円を計上いたしております。 

 詳細につきましては、一般会計予算の概要に記載しております。 

 続きまして、５目憩いのやかた費の１０節需用費、光熱水費につきましても、電気の供給先の
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変更に伴いまして、前年度比１５万６,０００円減額での６２万４,０００円を使用電気代として

予算計上しております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １２３ページ、１２４ページ。教務課長。 

○教務課長（別府 真二君）  ２目体育施設費１０節需用費のうち光熱水費における電気代につき

ましても教務課が管理いたします体育施設費という体育施設の電気代につきまして前年度比

９０万円減額の３３４万８,０００円を使用電気代として計上しております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １２５ページ、１２６ページ、１２７ページ。１２８ページ、債務負担

行為実質予定額等に関する調書。 

 １２９ページ、１３０ページ。１３１ページ、地方債の現在高に関する調書。 

 １３２ページ、給与費明細書。 

 １３３ページ、１３４ページ、１３５ページ、１３６ページ、１３７ページ、１３８ページ、

１３９ページ、１４０ページ、１４１ページまで、説明漏れはございませんか。 

 以上で、議案第１６号の執行部からの説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第１７号 令和３年度吉富町国民健康保険特別会計予算について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１６、議案第１７号令和３年度吉富町国民健康保険特別会計予算

についてを議題といたします。 

 これからページを追って質疑に入ります。よろしいですか。 

 予算書、１ページ。 

 歳入、２ページ、３ページ。 

 歳出、４ページ、５ページ。 

 ６ページ、事項別明細書、総括歳入。 

 ７ページ、同じく総括歳出。 

 歳入、８ページ。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  １款１目の国民健康保険税が減額……。 

○議長（是石 利彦君）  着席してどうぞ。 

○議員（８番 岸本加代子君）  ７８６万３,０００円の減額になっているんですけれども、この

理由はどういうことなんでしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  税務課長。 

○税務課長会計管理者（小原 弘光君）  お答えします。 
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 減額の理由は、現年課税の収入見込みにおきまして年間平均被保険者数が前年度比４７人の減

１,４１７人で見込んだためであります。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（守口 英伸君）  それに加えまして、新型コロナウイルスの影響も加味をいたし

ております。５％、１人当たりの医療費に、今、先ほど税務課長が申し上げた人数を掛けて計算

をしているんですけども──失礼しました、１人当たりの賦課額をコロナによる減収を見込みま

して５％減額したところで計算をいたしております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ９ページ、１０ページ、１１ページ、１２ページ。 

 歳入全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に歳出に入ります。 

 １３ページ、１４ページ、１５ページ、１６ページ、１７ページ、１８ページ、１９ページ、

２０ページ、２１ページ、２２ページまで。 

 歳出全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  歳入歳出全般について御質疑ありませんか。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  ２点ほどお聞きしたいんですけど、今回、新型コロナ禍において

病院に行く方が大変少なく、今年は少なかったんですが、今年度、この令和３年度についてどの

ような感じで見込んでいますか。それを先に１点。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（守口 英伸君）  新型コロナウイルスの影響で病院を控えたという報道等がなさ

れていますけども、本町の場合は、そんなに大きな影響は出ておりません。一番、第一波のとき

は少なかったんですが、それが終わったらどんどん増えていったというような状況になっており

ますので、医療費も前年並みの伸びで算出をいたしております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  まあ、ある意味いいことだと思います。 

 もう１点聞きたいんですけど、４月からだと思うんですけど、今度、マイナンバーカードに社

保、社会保険、国民保険が入る。うちの町も４月１日からなんですか。ちょっと教えてください。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 
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○福祉保険課長（守口 英伸君）  マイナンバーカードを提示することによって保険、どの保険に

入っているかというのが分かるという制度ですけども、これは、国の予定どおり、令和２年度で

システムの改修を行って、もう既に行っておりますので、国の計画どおり進めていくようになっ

ております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  次に給与費明細書、２３ページ、２４ページ、２５ページ、２６ページ、

２７ページ、２８ページ、２９ページ、３０ページ、３１ページ。 

 次に、保険給付費に係る内訳明細書、３２ページ、３３ページまで。 

 以上、予算書全般についての御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第１７号は、福祉産業建設委員会に付

託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。 

 議案第１７号令和３年度吉富町国民健康保険特別会計予算については、福祉産業建設委員会に

付託することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第１８号 令和３年度吉富町後期高齢者医療特別会計予算について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１７、議案第１８号令和３年度吉富町後期高齢者医療特別会計予

算についてを議題といたします。 

 これからページを追って質疑に入ります。 

 予算書、１ページ。 

 歳入、２ページ。 

 歳出、３ページ。 

 次に４ページ、事項別明細書、総括歳入。 

 ５ページ、同じく総括歳出。 

 次に、歳入、６ページ、７ページ、８ページ。 

 歳入全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に歳出に入ります。 

 ９ページ、１０ページ、１１ページまで。 



- 48 - 

 歳出全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  歳入歳出全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  以上、予算書全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第１８号は、福祉産業建設委員会に付

託したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。 

 よって、議案第１８号令和３年度吉富町後期高齢者医療特別会計予算については、福祉産業建

設委員会に付託することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第１９号 令和３年度吉富町奨学金特別会計予算について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１８、議案第１９号令和３年度吉富町奨学金特別会計予算につい

てを議題といたします。 

 これからページを追って質疑に入ります。 

 予算書、１ページ。 

 歳入、２ページ。 

 歳出、３ページ。 

 次に、４ページ、事項別明細書、総括歳入。 

 ５ページ、同じく総括歳出。 

 次に、歳入６ページ、７ページ、８ページ。 

 歳入全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に、歳出に入ります。９ページ。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  令和３年度については、どの程度の貸付けを見込んでいるんでし

ょうか。大学生が何人とか、院生が何人とかお願いします。 

○議長（是石 利彦君）  教務課長。 

○教務課長（別府 真二君）  お答えいたします。 
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 大学生では４０人を上限として１人当たり６万円、前年度比７２０万円増の２,１６０万円、

高校生では２万７,０００円、１５名を上限として前年度比１６２万円増の３２４万円でござい

ます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  歳出全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  歳入歳出全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  以上、予算書全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております議案第１９号は、総務文教委員会に付託したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。 

 よって、議案第１９号令和３年度吉富町奨学金特別会計予算については、総務文教委員会に付

託することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．議案第２０号 令和３年度吉富町水道事業会計予算について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１９、議案第２０号令和３年度吉富町水道事業会計予算について

を議題といたします。 

 これから、質疑に入ります。 

 予算書、１ページ、２ページ。 

 重要な会計方針に係る事項に関する注記、３ページ。 

 予算実施計画、収益的収入及び支出、４ページ。 

 ５ページ、資本的収入及び支出。 

 予定キャッシュ・フロー計算書、６ページ。 

 給与費明細書、７ページ、８ページ、９ページ。 

 債務負担行為に関する調書、１０ページ、１１ページ。 

 予定貸借対照表、１２ページ、１３ページ。 

 予定貸借対照表（前年度分）、１４ページ、１５ページ。 

 予定損益計算書（前年度分）、１６ページ。 
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 次に予算明細書、収益的収入及び支出、１７ページ、１８ページ、１９ページ、２０ページ。 

 資本的収入及び支出、２１ページまで。 

 以上、予算書全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第２０号は、福祉産業建設委員会に付

託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第２０号令和３年度吉富町水道事

業会計予算については、福祉産業建設委員会に付託することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．議案第２１号 令和３年度吉富町下水道事業会計予算について 

○議長（是石 利彦君）  日程第２０、議案第２１号令和３年度吉富町下水道事業会計予算につい

てを議題といたします。 

 これから、質疑に入ります。 

 予算書、１ページ、２ページ。 

 重要な会計方針に係る事項に関する注記、３ページ。 

 予算実施計画、収益的収入及び支出、４ページ。 

 ５ページ、資本的収入及び支出。 

 予定キャッシュ・フロー計算書、６ページ。 

 給与費明細書、７ページ、８ページ、９ページ。 

 債務負担行為に関する調書、１０ページ、１１ページ。 

 予定貸借対照表、１２ページ、１３ページ。 

 予定貸借対照表（前年度分）、１４ページ、１５ページ。 

 予定損益計算書（前年度分）、１６ページ。 

 次に予算明細書、収益的収入及び支出１７ページ、１８ページ、１９ページ、２０ページ。 

 資本的収入及び支出、２１ページまで。 

 以上、予算書全般について、御質疑ありませんか。横川議員。 

○議員（９番 横川 清一君）  上水道でもお聞きしたかったんですが、今年の下水道の管渠布設

工事です。これは、もう予算に通った場合、分散型で工事をやるのか、それとも、いつも年度末、

秋口から……。 

○議長（是石 利彦君）  横川さん、マイクを。 



- 51 - 

○議員（９番 横川 清一君）  ごめんなさい。 

 いつも秋口からかかっていますが、前の答弁のときにはなるべく工期を分けてやりたいという

ことをお聞きしたんですが、今年度はどのようなお考えですか。 

○議長（是石 利彦君）  上下水道課長。 

○上下水道課長（奥家 照彦君）  お答えいたします。 

 下水道工事の発注の時期だろうと思うんですけれども、発注に至るまでに実施設計等を行いま

して、業者点検をし、どうしてもやはりこの時期になってしまうんです。 

 いわゆる、もう年度当初の春から発注するということになると、その前年度から、そして準備

もしなければいけませんし、私たち決して時間に余裕を持ってやっているわけではありませんが、

どうしても発注が夏以降になってしまう。それで、もう令和２年度におきましては、例年よりは

１か月ぐらいは早くということで発注ができたと思いますし、この３月の中旬までの工期に合わ

せまして順調に工事も進んでおります。 

 そういった形で、住民の方々には秋口以降、町内で一般土木の工事とちょっと重なるところも

ありますけれども、非常にその点で、通行規制等で御不便はおかけしている面が多々あろうかと

思いますが、なるべく早めの発注ができるように我々も頑張っていきたいと、そういうふうな思

いです。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに、全般について。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  さっきの水道特会なんですが、ちょっと私、これあまり記憶がな

かったので、今回の目次というページが設定されていますが、これをつけた理由ですか、大変親

切な。 

○議長（是石 利彦君）  上下水道課長、ちょっと短めに。 

○上下水道課長（奥家 照彦君）  目次について、特に様式変えておりませんので、また御覧にな

ってください。以上です。 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第２１号は、福祉産業建設委員会に付

託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第２１号令和３年度吉富町下水道

事業会計予算については、福祉産業建設委員会に付託することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 
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○議長（是石 利彦君）  日程第２１、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とい

たします。 

 担当課長に説明を求めます。総務財政課長。 

○総務財政課長（瀬口 直美君）  諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてでございます。 

 議案書２９ページをお願いいたします。 

 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について。 

 次の者を人権擁護委員候補者として法務大臣に対し推薦したいので意見を求める。 

 住所、吉富町大字直江１７３番地１、氏名、髙尾賢二、昭和２３年１０月２４日生まれ、現在

７２歳でございます。 

 令和３年６月３０日をもって任期が満了する髙尾賢二氏を再推薦したいので、人権擁護委員法

（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定によりまして町議会の意見を求めるものでご

ざいます。 

 髙尾賢二氏は、平成２１年４月に人権擁護委員に就任しまして、現在４期目で６月３０日の任

期の終わりで１２年３月務められることになります。その間、人権擁護委員としまして多くの人

権相談に応じ、法務局の活動にも積極的に参加されております。 

 また、吉富町自治会長会会長など、町行政に対しましても多大な御尽力をいただいているとこ

ろでございます。 

 以上のように、髙尾さんは人権擁護委員として最適任者でございます。再度、法務大辞に推薦

したいと思いますので、町議会の意見を求めるものでございます。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  担当課長の説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。本案に対し、御質疑ありませんか。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  この方は、４期１２年と長く務めていただいておられる。感謝す

ることはあっても、個人的に何か私は質問というの全くないんですけど、せっかくの機会なので

ちょっと関連性としてちょっとお聞きしたいんですけど、町では、例えば叙勲とか褒章というの

がありますが、それに当たるのか、どれに当たるのかちょっと分かりませんけど、長年功績のあ

る方、この方、１２年ということなので、今度受ければ１６年ですよね、１５年か、３年か。

（「３年」と呼ぶ者あり） 

 町では、長年功績のある方を推薦などを行っているのか、今まで行ってきたのか、これから行

う予定はあるのか、何か町では基準みたいなものがあるのか。せっかくなので、聞けるんなら教

えてください。 
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○議長（是石 利彦君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（瀬口 直美君）  この人権擁護委員の叙勲なりということになるかと思うんです

が、構造は、ここで御意見をいただきまして法務大臣に町としては推薦をするという形です。 

 その後、法務大臣が髙尾さんに対して人権擁護委員としての委嘱を行います。あくまで法務大

臣が行いますので、褒章等に関しましても国のほうでの管理となっておりますので、町が何か進

達をするというのは、この人権擁護委員に対してはございませんので、そこで功績なりを国が管

理をしておりまして、そこの中で該当すれば褒章を受けられるという形になるかなというふうに

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第１号は、会議規則第３９条第３項の

規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。 

 よって、諮問第１号は、委員会付託を省略することに決しました。 

 次に、討論を行います。反対討論、賛成討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  討論なしと認めます。 

 これにて討論を終わります。 

 これから、本案を採決いたします。髙尾賢二君を適任とすることについて御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。 

 よって、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦については、髙尾賢二君を適任とすることに決

定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．議案第２２号 工事請負契約締結についての議決内容の一部変更について 

○議長（是石 利彦君）  日程第２２、議案第２２号工事請負契約締結についての議決内容の一部

変更についてを議題といたします。 

 担当課長に説明を求めます。建設課長。 

○建設課長（赤尾 慎一君）  議案第２２号工事請負契約締結についての議決内容の一部変更につ
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いてでございます。 

 令和２年６月１９日、議案第４９号をもって議決された、令和２年度水産物供給基盤機能保全

事業（吉富地区）吉富漁港整備工事（第２工区）請負契約締結に係る契約内容の一部を次のよう

に変更するものでございます。 

 工事名、令和２年度水産物供給基盤機能保全事業（吉富地区）吉富漁港整備工事（第２工区）、

変更前契約金額７,９７５万７,７００円、変更後契約金額９,０９２万８,２００円、変更による

増額分１,１１７万５００円、契約の相手方、福岡県築上郡築上町大字椎田８８５番地、松山建

設株式会社、京築支店、支店長、武石修吾。 

 変更の理由につきましては、令和２年７月に起こりました梅雨前線豪雨により単独航路が埋塞

したため、災害復旧事業を先に先行することとなったため、９月末竣工ができなくなり、工事を

一時中断したことに伴い、船団を一時帰港するための回航費及び浚渫土量についての設計変更が

生じたので議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定によ

り議会の議決を求めるものでございます。 

 付属資料の１６ページをお開きください。 

 よろしいですか。赤色で彩色した部分が、令和２年度施工箇所となります。黄色で彩色した令

和元年度施工箇所から西側に赤色で彩色した部分の約３分の２の浚渫が令和２年９月２４日まで

に完了いたしましたが、大分県小祝漁港のり養殖開始により工事を中断したため、浚渫船との一

時寄港のための回航費、これは、門司港から吉富漁港までの約３２海里、距離にして約５９キロ

でございます。並びに着工前の測量により浚渫土量が２万８００立方メートルから２万

１,２００立方メートルに４００立方メートル増工するものでございます。 

 御審議の上、御議決いただきますようよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  担当課長の説明が終わりました。 

 これから、質疑に入ります。御質疑ありませんか。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  これは、今回、昨年の豪雨による遅延での増額ということなんで

すが、元をただすと５年前の豪雨災害があったときに浚渫を行わなかったために、今日までこう

やってずっと、ずるずると、表現は悪いですけどこういうふうに響いているのか、ちょっとそこ

だけ教えてください。 

○議長（是石 利彦君）  建設課長。 

○建設課長（赤尾 慎一君）  多少影響はあっただろうと思います。ただ、泊地の、今、つきまし

ては、潮の干満等で外に土砂が流入しております。航路の浚渫をした際に、港口のところを計画

水深まで掘ったときに、潮が引いたときに泊地からかなりの土砂が流出、やはり、航路を浚渫す
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るとその深さによって土砂が入ったりとか、逆に流出したりだとかそういった影響もありますが、

今、言われるような航路浚渫しなかったことも逆に潮の干満で泊地から流出しなかった。したた

めに、今現在、泊地が埋塞している状態にあるんじゃなかろうかというふうには思っています。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ほかにありませんか。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  今の説明だと、見方はいろいろあると思いますが、元は、一度航

路とか、いわゆる漁港面を全部を特定の深度、既定の深度、水深まで浚渫を行って、本来は５年

に一度の計画的浚渫というものをしていくのが本来だと思うんです。 

 そのうち、時々、豪雨など特別な事情があったときは、その都度、県や国に災害要請をして浚

渫を行うというのがいいんですけど、ただ見ていると、もうすごい表現悪いけども、戦力の逐次

投入という大体行政がよくやるやり方をなってしまっているんじゃないかなと思うんで、今後ど

ういうスタイル、どういう基準でやっていくのかちょっとそこだけ教えてください。 

○議長（是石 利彦君）  建設課長。 

○建設課長（赤尾 慎一君）  泊地につきましては、浚渫は５年間隔で現在までやっております。

ただ、それも降雨頃の埋塞につきましては、御存じのとおり、河川を横断するような位置にあり

ますので、河川から流入、それから潮の干満によっても航路が埋塞するような状況であります。

先ほど言いましたように、泊地については、ほぼ定期的な５年間隔ですれば十分、変更する必要

はないというふうに思っております。 

 ただ、航路に対しては、昨年の豪雨のように３日間の雨で航路が埋没してしまうというような

状況にありますので、言われたような、その際の災害復旧、それがない場合は維持浚渫は、３年

から５年の間には維持浚渫しなければならないという状況には当時からあるようでございます。 

 以上でございます。 

 今後ですね、今後につきましても、昨年のような水害がなければ３年から５年という期間の中

で航路の埋塞状況を見ながら計画水深を維持しなければならないというふうには思っております。 

 ただ、計画水深がマイナス２メーターで計画しておりまして、それを、マイナス１.５メータ

になれば掘るのか、マイナス１メーターで掘るのかというのは、埋塞する箇所とか状況によって

やはり判断が必要かなというふうには思っておりますので、基本的には３年から５年をその浚渫

の期間として考えております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 
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 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第２２号は、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。 

 よって、議案第２２号は、委員会付託を省略することに決しました。 

 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  賛成討論はありませんか。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  今回の議決内容の一部変更については仕方がない面もありますの

で、私も賛成討論とさせていただきたいんですが、先ほどの課長答弁にはありませんが、ちょっ

とじゃっかん違うんですが、航路自体も今後見直しをかけていただけるようなことも希望しなが

ら、私の賛成討論とさせていただきます。 

○議長（是石 利彦君）  反対討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  賛成討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  討論なしと認めます。 

 これにて質疑、討論を終わります。 

 これから、本案を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第２２号工事請負契約締結につい

ての議決内容の一部変更については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．議案第２３号 連携中枢都市圏北九州都市圏域の形成に係る北九州市との連

携協約の締結に関する協議について 

○議長（是石 利彦君）  日程第２３、議案第２３号連携中枢都市圏北九州都市圏域の形成に係る

北九州市との連携協約の締結に関する協議についてを議題といたします。 

 担当課長に説明を求めます。未来まちづくり課長。 

○未来まちづくり課長（和才  薫君）  ３１ページをお願いいたします。 

 連携中枢都市圏北九州都市圏域の形成に係る北九州市との連携協約の締結に関する協議につい

て。 

 北九州市との協議により、別紙のとおり連携協約を締結する。 
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 今回、北九州市と締結を目指します、この圏域協約は、平成２８年４月に北九州市を中心に直

方市、鞍手郡から指定地区地域を圏域として５市１１町が北九州市と連携協定を締結し、経済成

長の圏域、高次の都市機能の集積・強化及び生活関連機能サービスの向上として、現在６９もの

事業に取り組んでいるところです。 

 発足当時には、再三加入のお誘いがあったと聞いておりますが、未加入のまま現在まで来てい

る状況でございます。 

 花畑町長就任後、近隣自治体との連携強化を深め、県域全体としての浮揚に向け取り組む姿勢

を受け、当時とは近隣との関係性も大きく変化してきております。 

 現在は、北九州市長との本町町長とは連絡を取り合い、良好な関係性を築けており、本町の連

携への意欲を受け、意向を受け、先般、北九州市より政策部長以下幹部職員が来庁いただき、加

入に向けての御提案や説明をいただいたところでございます。 

 今回、この連携協定に加入し、京築地域にとどまらず、北九州市周辺地域との連携を深め、よ

り本町の発展に努めていきたいと考え、本協定案を上程いたしたところでございます。 

 ３２ページをお願いいたします。 

 連携中枢都市圏、北九州都市圏域の形成に係る連携協約です。各条を要約をして説明をさせて

いただきます。 

 第１条は、目的です。 

 ここでは、北九州市と吉富町が相互に役割を分担し、連携を図ることにより圏域全体の経済を

牽引し、住民福祉の増進を図ることといたしております。 

 第２条は、基本方針としまして、目標の達成に向け互いに役割を分担し、連携を図ることとし

ております。 

 第３条では、連携する取組及び役割分担として３つを掲げており、１号では、経済成長の牽引

に係る取組とまして、３３ページの別表１、後ほど別表につきましては詳しく説明をさせていた

だく予定です。別表１に掲げます５項目の事業に取り組むこととしています。 

 第２号では、高次の都市機能の集積及び強化に係る取組としまして、３４ページ、別表２に掲

げた４項目の事業に取り組みます。 

 第３号では、生活関連機能サービスに係る取組としまして、３５ページ、３６ページ、別表

３に掲げる事業に連携をして取り組むことといたしております。 

 第４条、事務執行及び費用負担等です。 

 取組に係る事務の執行に当たっては相互に協力し、補完し合うこととしており、第２項では、

事務の委託や代替執行を行う場合には別途規約の作成を行うこととしております。 

 第３項では、取組に係る費用負担は双方協議の上、北九州都市圏域連携中枢都市圏ビジョンに
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て定めることとしております。 

 第５条です。 

 先ほどの北九州都市圏域連携中枢都市圏ビジョンを作成することと定めています。 

 第６条では、連携する取組について定期的に協議を行うことと定めています。 

 ここで、別表中の取組について御説明いたします。 

 大半は、北九州市が主体的に推進する取組に協力をするものですが、本町に関係が深いと思わ

れる項目について説明をいたします。 

 ３３ページをお願いいたします。 

 一番下の戦略的な観光施策についてです。 

 広域観光連携事業などが行われており、共同でＰＲパンフの作成や他の都市での観光キャン

ペーンなどを通じ圏域の情報発信事業を行っております。 

 次に、３５ページをお願いいたします。 

 下から３つ目の項目でございます。災害対策です。 

 ここでは、大規模災害等の支援に対する連携体制の構築によりまして、圏域市町が協力をして

被災地支援が行えるような対策を行っております。 

 次に、その下の一番下で、上下水道についてです。 

 上水道や下水道につきましては、双方にメリットのある広域化についての検討を行っており、

本町の現在水道につきましては、京築水道企業団等に加入しておりますが、より広域的な観点か

らメリットのある検討が行われるものと考えております。 

 続いて、３６ページをお願いいたします。 

 中ほどでございます。交流及び移住の促進等についてでございます。 

 こちらでは、都市圏から圏域で、この北九州を含む圏域へ移住を目指し、魅力の発信や受入れ

の対策についての取組を行っているところです。 

 その下の人材育成についてでは、北九州市が実施をしています、新任課長や係長研修、または、

水道技術研修へ本町職員も参加することができ、高レベルでの職員スキルアップを図ることなど

が可能と考えております。 

 このように、現在、６９項目の取組を実施しており、本町にとりましても、連携することによ

り多くのメリットが生まれてくるものと考えているところです。 

 ３３ページに戻って、最後附則でございます。 

 この協約は、協約締結の日から効力を生ずるとしており、現在の予定では、双方の議会にて御

承認をいただければ、この４月の早い時期に圏域の関係市町のトップ会談を開催の上、その議事

の前に北九州市と本町において協約の締結を見込んで事務を進めているところでございます。 
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 説明は以上でございます。御審議の上、御承認いただきますようよろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  担当課長の説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。本案に対し、御質疑ありませんか。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  前回、中津市を中心とした定住自立圏というのを、時にも一定の

費用という負担があったと思うんですけど、今回、予算書のほうで１箇所あるんですけど、今後、

どれぐらい予算、町として費用負担があるのか、ちょっと分かったら言ってください。 

○議長（是石 利彦君）  未来まちづくり課長。 

○未来まちづくり課長（和才  薫君）  この北九州市を中心としますこの都市圏の事業の取組に

つきましては、大半は北九州市が主導となって予算につきましても出していきます。そして、そ

れに協力をしていくというスタンスが原則的でございます。 

 ただ、その中で、先ほど少し触れましたが、広域的な観光のＰＲもしくは共同でのＰＲパンフ

レット、そういった作成につきまして、令和３年度におきましては２０万円の負担金ということ

でございます。 

 過去、関係市町に確認しましたところ、おおよそそれぐらいの金額を定例的に負担をしている

ということのようでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  定住自立圏の場合は、中心市に決定権があるということで、割と

平等ではないというふうに私は理解しているんですけれども、今回の連携中枢都市圏北九州都市

圏域の場合は、その辺はどうなんでしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  未来まちづくり課長。 

○未来まちづくり課長（和才  薫君）  まず、中津市を中心とした定住自立圏、今回の北九州市

を中心としたこの圏域、大きくどちらも中心となる市町が周りの市町と協力をして、その圏域を

盛り上げていくという、大筋はそういった同じような目的でございます。 

 ただ、この定住自立圏につきましては、割と地方も中小の地域をターゲットとして盛り上げて

いっている。今回の北九州につきましては、かなりの大きな都市圏域が一丸となって、その圏域

の浮揚に取り組むという。まず大きなくくりは、そういった違いがございます。 

 同じように、双方同じように中心の都市につきましては、普通交付税、特別交付税の大きな配

分がございます。ですので、先ほど申しましたように、北九州市が費用面についてはかなりの負

担をしていただけると、私たちにつきましては、やはりこの地域の大きなリーダーでございます

ので、そこと一緒に連携をすることによって一緒に活性化に取り組んでいけるという大きなメリ
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ットがあるものと考えています。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  はっきり分からなかったんですけど、やはり最終的な決定権とい

うのは、中心地というか北九州市が持つということだと思うんですが、そのことが１点と、あと

先ほど取組の具体的なことが何点か、５点ほど言われたんですが、確かにこういったものが我が

町の利点といいますか、研修を受けられたりとかパンフレットが作成されたりとかということが

メリットになるかと思うんですが、今回、その協約を結ぶことによって何かデメリットみたいな

ところ具体的にありますか。 

 その２点をお願いします。 

○議長（是石 利彦君）  未来まちづくり課長。 

○未来まちづくり課長（和才  薫君）  まず１点目の質問についてですが、決定権はどこなのか

ということでございますが、これは、双方が協約を結んでやっておりますので、決定権について

は双方が納得をした上で決まっていくということですので、双方にあろうと思います。 

 もう一点、メリットにつきましては、先ほど議員おっしゃったとおりのことが大きなメリット

でございます。本町としては、特段、本町だけが大きなメリットがあるということではないと思

っておりますし、北九州市だけに大きなメリットがあるということでもないのかなというふうに

考えています。 

 デメリットについてですが、今のところ、別にこれによって合併が進むとか、何か北九州市に

吸い取られてしまう、一つは、北九州市がこの圏域の例えば人口であったり、いろいろな商工関

係を独り占めするのではないだろうかという懸念はあろうかと思いますが、当然、そこで住まれ

ている方、そこで活動している事業者の方たちが北九州市に集中してしまうということはやはり

考えづらいですので、やはりこの圏域の中でそれぞれが幅広くそこの町で活動していただけると

思っていますので、大きなデメリットはないんじゃないかなというふうに考えています。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに。梅津議員。 

○議員（７番 梅津 義信君）  今の同僚議員の質問にちょっとだけ関連があるんですけど、我が

町は遅まきながら加入ということに向けてこういう提案をされていると思うんですけど、遅まき

であるいいところは、先に入った自治体、近隣市町がこれによってこういうことができて、うち

も入っていればよかったねというようなそういう客観的な見方ができるとこが一番いいと思うん

です。 

 見ていて、これが入っていることによって羨ましいなと思ったこと、また、これが入っている

がために、これは入らんでもよかったかなというそれぞれあると思うので、なければないでも結
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構なんですけど、もしあれば教えてください。 

○議長（是石 利彦君）  未来まちづくり課長。 

○未来まちづくり課長（和才  薫君）  まず、入っていなかったデメリットというのはもう一貫

しているところが何点かございます。当然、観光パンフレット、ＰＲパンフレットにつきまして

は、この圏域がらみに枚数が配られておりますが、吉富町のみが、ただ町の名前だけが載ってい

る、場合によっては町の名前が載っていないようなパンフレット等々がたくさん出回っておりま

したので、そこについては大きなデメリット感を感じております。 

 また、職員の連携、この北九州市、政令市です、かなり職員も高いスキルを持っています。そ

ういったところと近隣の市町はしっかり連携をして、いろんな情報交換をやっておったんですが、

なかなか、この本町だけがその意見交換をしたり、知識のやり取りしたりというところが、やり

づらいというところがございましたので、そういったところで大きなメリットになっていくんじ

ゃないかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  太田議員。 

○議員（６番 太田 文則君）  同僚議員と質問は関連するんですけど、重なるんですけども、こ

れに入ることによって例えば近隣の市町の担当課の人とヒアリングをしたのかですね、それであ

ればよかったとか、こういうメリットがある、こういうデメリットがありますよとか、そういう

ヒアリングをしたのか、ちょっとお尋ねしたいんですが。 

○議長（是石 利彦君）  未来まちづくり課長。 

○未来まちづくり課長（和才  薫君）  お隣の豊前市の担当課長、担当者の方と詳しく状況のヒ

アリングをさせていただいて、先ほどのメリット、デメリットというようなところも確認はさせ

ていただいたところです。 

 その内容の中でも、大きなデメリットというのは申しておりませんでした。 

○議長（是石 利彦君）  太田議員。 

○議員（６番 太田 文則君）  ということは、メリット性が高かったということで、今回の契約

に至るということでよろしいでしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  未来まちづくり課長。 

○未来まちづくり課長（和才  薫君）  そのとおりでございます。 

○議長（是石 利彦君）  町長。 

○町長（花畑  明君）  こういうことをあまり後で確認し合ったりすると、やはりどういう、ち

ょっとどう言ったらいいのかはあれなんですけども、前任の方とか、その前の方とか、いろんな

方々にいろんな思いが波及するんじゃないかなと思っています。全てをしっかりと精査した上で、
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私たちは提案をさせていただいています。 

 簡単に言えば、就任直後にいろんな町とのやり取りはやるわけなんですけども、うちの職員は、

他の職員の携帯番号も他の町の職員の携帯番号も知らない。私のほうが一番知ってたというのが

事実なんです。ですから、その辺のやはり連携を深めるということは、そういうところから始ま

るんじゃないかなと思います。 

 他のところのいいところ、先ほど太田議員がおっしゃったように、いいところはしっかりとま

ねをするというところから始まるんじゃないかなというふうに思っていますし、また、悪かった

ところは、それなりに私たちの町にとっては、他の町にとっていいことが私たちの町にとっては

悪いこと。その辺り、逆もあるんじゃないかなというふうに考えますので、しっかりとその辺を

勉強させていただきたいと、そういう思いです。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  今、多々同僚議員がいろいろと質問がありましたように、かなり

心配している部分があるのかと思うんです。 

 １点確認したいんですけど、さっき、まちづくり課長が６９項目これがあると。そのうち、今

回、うちに関係するやつをさっき説明があったんですが、それはあくまでも６９項目全部を契約

というか取決めされるというもんじゃなくて、関係するものだけをできるということでよろしい

んですか。 

 多分、皆さん、６９項目あるから自動的にお金取られるんじゃないかなみたいな心配している

んだと思うんです。ちょっとそこ辺をお願いします。 

○議長（是石 利彦君）  未来まちづくり課長。 

○未来まちづくり課長（和才  薫君）  今、山本議員おっしゃったとおりです。北九州市の中心

にいろいろな方向がございます。ですので、北九州市が中心で６９項目を実施していると、本町

はうちに利益のあるようなものにしっかり取組を協力していくという考え方でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに質問ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま、議題となっております議案第２３号は、会議規則第３９条第

３項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質問ですか。（「異議あり」と呼ぶ者あり）異議がある。 

 反対討論で入れていただいたらいいと思います。いいですか。 
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 反対討論。（「いいんですか」と呼ぶ者あり）次に討論に入りますので。（「それに異議があ

る」と呼ぶ者あり）ごめんなさい。委員会付託を省略することに異議あり。 

 異議がございますので、委員会付託を省略することに採決をいたします。 

 では、第２３号は、第３９条第３項の規定により委員会付託を省略することに賛成の方の挙手

を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（是石 利彦君）  挙手多数です。賛成多数。（「省略やろ」と呼ぶ者あり）省略ですよ。

（「省略に賛成やろ」と呼ぶ者あり）省略に賛成ですね。 

 もう一回確認します。 

 じゃあ、もう一度言います。委員会付託を省略です。 

 もう一度確認します。 

 第２３号は、第３９条第３項の規定により委員会付託を省略することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（是石 利彦君）  賛成多数です。 

 では、付託することを省略することに決定いたしました。 

 よろしいですね。 

 次に、討論に入ります。いいですか。 

 反対討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  賛成討論はありませんか。横川議員。そのままでどうぞ。 

○議員（９番 横川 清一君）  先ほどは、委員会付託はできませんでしたが、やはり、こういう

協定内容についてはよく吟味して口コミ等も確認し合ってからこそできるもんじゃないかなと思

って、私は先ほどそういうふうにしましたが、これ、私は入ることには賛成です。ということで、

賛成討論といたします。 

○議長（是石 利彦君）  反対討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  賛成討論はありませんか。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  先ほど質疑の中で決定権についてとても危惧していたんですけど

も、双方が話合いの中で持つということでした。ということなので、そこは納得しました。 

 そして、今後の事業の展開に当たっては、自治体としての権利と、本町の権利と独立性は守ら

れるべきということを主張した上で賛成いたします。 
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○議長（是石 利彦君）  反対討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  賛成討論はありませんか。梅津議員。 

○議員（７番 梅津 義信君）  先ほどの執行部答弁の中で、私の質問に対して、先行した入った

市町からのお話としてデメリットはないと。そして、入ることによっていろんなプラスがあると

いうふうにお聞きしましたので、私は遅まきながらこの入ることについて賛成いたします。 

○議長（是石 利彦君）  反対討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  賛成討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  討論なしと認めます。これにて討論を終わります。 

 これから、本案を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  異議なしと認めます。よって、議案第２３号連携中枢都市圏北九州都市

圏域の形成に係る北九州市との連携協約の締結に関する協議については、原案のとおり可決され

ました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．議案第２４号 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数

の増加及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更につい

て 

○議長（是石 利彦君）  日程第２４、議案第２４号福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地

方公共団体の数の増加及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更についてを議題といたしま

す。 

 担当課長に説明を求めます。総務財政課長。 

○総務財政課長（瀬口 直美君）  議案書３７ページをお願いいたします。 

 議案第２４号福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び福岡県市

町村職員退職手当組合規約の変更についてでございます。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、令和３年４月１日か

ら福岡県市町村職員退職手当組合に田川地区広域環境衛生施設組合を加入させるとともに、福岡

県市町村職員退職手当組合規約を別紙のとおり変更する提案でございます。 

 令和３年４月１日から、田川地区広域環境衛生施設組合が新規設置により、福岡県市町村退職

手当組合に加入することとなりました。 
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 このことに伴いまして、福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数を増やし、

福岡県市町村職員退職手当組合規約を変更するため、地方自治法第２９０条の規定により議会の

議決を求めるものでございます。 

 議案書３８ページ、附属資料１７ページを御覧ください。 

 福岡県市町村職員退職手当組合の一部を変更する規約。 

 福岡県市町村職員退職手当組合規約（昭和３６年県指令３６地第９０３号許可の１）を次のよ

うに変更する。 

 別表第１、田川郡の項中「下田川清掃施設組合」の次に「田川地区広域環境衛生施設組合」を

加える。 

 続きまして、資料は、次のページ、１８ページになります。 

 別表第２、第５区の項中「下田川清掃施設組合」を「下田川清掃施設組合田川地区広域環境衛

生施設組合」に改めるものでございます。 

 附則といたしまして、この規約は令和３年４月１日から施行するというものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御議決くださいますようお願いいたします。 

○議長（是石 利彦君）  担当課長の説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。本案に対し、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第２４号は、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第２４号は、委員会付託を省略す

ることに決しました。 

 次に、討論を行います。反対討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  賛成討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  討論なしと認めます。これにて討論を終わります。 

 これから、本案を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。 



- 66 - 

 よって、議案第２４号福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び

福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２５．議案第２５号 吉富漁村センターに係る指定管理者の指定について 

○議長（是石 利彦君）  日程第２５、議案第２５号吉富漁村センターに係る指定管理者の指定に

ついてを議題といたします。 

 担当課長に説明を求めます。地域振興課長。 

○地域振興課長（軍神 宏充君）  議案書３９ページをお願いいたします。 

 吉富漁村センターに係る指定管理者の指定についてでございます。 

 地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき吉富漁村センターに係る指定管理者を次のと

おり規定したいので、議会の議決を求めるものでございます。 

 １、指定管理者の名称、喜連島上、喜連島下、高浜自治会、代表、喜連島下自治会。 

 ２、管理を行わせる施設の名称及び所在地、吉富漁村センター、吉富町大字小犬丸３５１番地

３。 

 ３、管理を行わせる期間、令和３年４月１日から令和８年３月３１日。 

 ４、管理業務の範囲、利用の許可、利用料金の収支、施設及び施設の維持管理、上記業務に付

随する業務。 

 ５、利用料金に関する事項、吉富漁村センターの設置及び管理に関する条例第２０条の規定に

基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。 

 この件につきましては、吉富漁村センターの設置及び管理に関する条例に基づき、漁村セン

ターの指定管理者について、令和３年１月２２日から２月５日までの１５日間、町の掲示板及び

町のホームページにおいて公募した結果、喜連島上、喜連島下、高浜自治会、代表、喜連島下自

治会の１団体からの応募がございました。 

 吉富漁村センターの設置目的は、漁業振興と地域の活性化を図るため、漁業者の研修施設の核

として漁業集落地区住民の交流の拠点とするものです。この設置目的を最も効果的に達成するに

は、今回、応募のあった漁業集落地区である喜連島上、喜連島下、高浜自治会が連携し、指定管

理業務を行うことが適当であると考えております。 

 この団体を指定管理者として指定するためには、地方自治法の規定により施設の名称、指定管

理者となる団体の名称、指定の期間について議会の議決を必要とするものでございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  担当課長の説明が終わりました。 
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 これから、質疑を行います。本案に対して御質疑ありませんか。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  今度、すみません、これで吉富漁村センターの設置及び管理に関

する条例のほうを確認していないんで、ごめんなさい、お聞きしたいんですけども、公募をして、

結局この団体しか来なかったそうなんですけど、仮に例えばまちづくり会社がこれを管理したい

というふうに公募に来れたのか、来れなかったのか、仮にそういう場合はどうなるのか、ちょっ

と町に基準があるのか、ちょっとそこを教えてください。 

○議長（是石 利彦君）  地域振興課長。 

○地域振興課長（軍神 宏充君）  お答えいたします。 

 指定管理者とすることのできる団体としまして、地方自治法上は特段の制限はなく、まちづく

り会社でも管理できることになっております。 

 以上になります。 

○議長（是石 利彦君）  答えになっておる。いいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第２５号は、会議規則第３９条第３項の規定により委員会

付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。 

 よって、議案第２５号は、委員会付託を省略することに決しました。 

 次に討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  討論なしと認めます。 

 これにて、質疑、討論を終わります。 

 これから、本案を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。 

 よって、議案第２５号吉富漁村センターに係る指定管理者の指定については、原案のとおり可

決されました。 
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────────────・────・──────────── 

○議長（是石 利彦君）  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。長時間御苦労さまでした。 

午後２時31分散会 

────────────────────────────── 

 

 

 


